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続
夷
堅
志
』
訳
稿
（
四
） 
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孝 

 

続
夷
堅
志
巻
三 

3.1
楊
洞
微 

道
士
楊
谷
、
字
は
洞
微
、
代
州
１

の
人
、
華
山
に
隱
居
す
。
為
人
は
儀
觀
２

秀
偉
３

に

し
て
、
道
行
４

卓
絕
た
り
て
、
平
生
未
だ
嘗
て
物
と
忤
は
ず
５

。
『
莊
』
、
『
易
』
に
通

じ
、
世
は
「
『
莊
子
』
楊
先
生
」
を
以
て
之
を
目
す
。
明
昌
６

の
間
、
詔
し
て
高
道
７

を

徵
し
、
天
長
觀
に
隸
せ
し
む
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
山
に
還
る
８

。
其
の
將
に
歸
せ

ん
と
す
る
也
、
知
觀
９

の
侯
生
と
與
（
と
も
）
に
市
に
食
し
、
數
「
火
」
字
を
食
案
１
０

に

書
す
。
又
た
侯
に
屬
し
て
言
ふ
、
「
昨 

沃
州
１
１

を
過
る
に
、
君
が
母
の
病
み
た
る
を

聞
け
り
、
速
か
に
歸
す
可
し
」
と
。
侯
は
假
（
い
と
ま
）
を
以
て
去
る
。
沃
州
に
至
る

に
及
ぶ
も
而
る
に
母
は
病
ま
ず
。
侯
生
誶
語
１
２

し
て
曰
く
、
「
渠
（
か
れ
）
我
を
紿
（
だ

ま
）
せ
る
邪
」
と
。
北
還
す
る
に
及
び
、
天
長
は
已
に
焚
か
れ
た
り
矣
。
又
た
嘗
て
客

 

１ 

代
州
：
治
所
は
今
の
山
西
代
県
。 

２ 

儀
觀
：
風
貌
、
風
采
。 

３ 

秀
偉
：
俊
秀
で
奇
偉
。 

４ 

道
行
：
道
徳
、
品
行
。 

５ 

與
物
無
忤
：
処
世
の
態
度
が
宥
和
的
で
、
人
と
争
わ
な
い
。 

６ 

明
昌
：
金
の
章
宗
完
顏
璨
の
年
号
（
一
一
九
〇-

九
六)

。 

７ 

高
道
： 

修
行
を
積
ん
だ
道
士
。 

８ 

還
山
：
致
仕
、
隠
居
。 

９ 

知
觀
：
道
観
の
事
務
を
司
る
道
士
。 

１
０ 

食
案
：
食
事
の
た
め
の
テ
ー
ブ
ル
。 

１
１ 

沃
州
：
今
の
河
北
省
趙
県
。 

１
２ 

誶
語
：
厳
し
く
責
め
る
。
攻
め
罵
る
。 

と
崧
山
１
３

白
龜
泉
上
に
游
ぶ
。
一
石
蠏
１
４

の
出
づ
る
を
見
る
に
、
客
曰
く
、
「
蠏
の
橫

行
す
る
は
、
殆
ど
天
性
な
る
乎
」
と
。
洞
微
曰
く
、
「
此
の
物
の
固
（
た
し
か
）
に
橫

行
す
る
は
、
正
人
１
５

に
值
（
あ
）
は
ざ
る
を
恨
む
耳
」
と
。
隨
ひ
て
手
を
以
て
之
を
指

す
に
蠏
は
即
ち
正
行
す
。
晚
に
中
方
を
愛
し
、
之
に
卜
居
１
６

す
。
中
方
舊
（
も
）
と
泉

無
し
、
遠
く
汲
む
に
苦
し
む
。
洞
微
言
ふ
、
「
山
の
秀
な
る
こ
と
此
く
の
如
し
、
應
に

泉
無
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
乃
ち
齋
沐
１
７

致
禱
１
８

す
。
之
を
筮
し
て
、
吉
徵
１
９

を
得

た
り
。
是
の
時
十
月
、
庵
の
旁
近
に
葵
花
２
０

榮
茂
２
１

す
。
洞
微
云
ふ
「
文
に
於
い
て
、

「
草
癸
」
を
「
葵
」
と
為
す
、
此
れ
殆
ん
ど
水
の
徴
（
き
ざ
し
）
也
」
と
。
眾
道
士
と

行
き
て
之
を
尋
ぬ
。
巽
隅
２
２

の
草
樹
の
間
に
隱
隱
２
３

と
し
て
微
潤
な
る
有
る
を
見
、
之

を
掘
り
て
、
果
し
て
泉
を
得
、
數
百
指
２
４

に
供
す
べ
し
。
然
る
に
東
の
か
た
絕
澗
２
５

を

隔
て
、
南
の
か
た
群
峰
に
限
ら
れ
、
石
壁
峻
峭
２
６

に
し
て
、
幾
百
步
に
し
て
越
ゆ
る
べ

か
ら
ず
。洞
微
と
弟
子
の
呂
澤
の
輩
と
壁
に
沿
ひ
て
棧
道
を
作
り
、以
て
往
來
を
通
ず
。

人 

棧
木
の
朽
ち
易
き
を
以
て
、
顛
擠
２
７

の
患
有
る
を
慮
り
、
乃
ち
壁
に
就
き
て
石
を

取
り
、
竅
を
鑿
ち
て
之
を
嵌
め
、
疊
し
て
石
梁
と
為
し
、
泉
に
甃
２
８

し
て
池
と
為
す
。

 

１
３ 

崧
山
：
河
南
の
嵩
山
。 

１
４ 

石
蟹
：
サ
ワ
ガ
ニ
。 

１
５ 

正
人
：
正
直
な
人
。 

１
６ 

卜
居
：
土
地
を
選
ん
で
居
住
す
る
。 

１
７ 

齋
沐
：
斎
戒
沐
浴
。 

１
８ 

致
禱
：
祈
り
を
捧
げ
る
。 

１
９ 

吉
徵
：
吉
祥
の
兆
候
。 

２
０ 

葵
花
： 

ゼ
ニ
ア
オ
イ
、
タ
チ
ア
オ
イ
等
の
花
。 

２
１ 

榮
茂
：
繁
茂
。 

２
２ 

巽
隅
：
東
南
の
隅
を
指
す
。 

２
３ 

隱
隱
：
ぼ
ん
や
り
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
様
。 

２
４ 
指
：
量
詞
。
人
数
を
数
え
る
。 

２
５ 

絕
澗
：
高
山
絶
壁
の
下
の
渓
谷
の
河
川
。 

２
６ 

峻
峭
：
高
く
聳
え
立
つ
。 

２
７ 

顛
擠
：
墜
落
、
転
倒
。 

２
８ 

甃
：
瓦
敷
に
す
る
。 
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是
れ
自
（
よ
）
り
中
方
は
水
を
得
る
こ
と
甚
だ
易
し
。
今
に
至
る
も
人
目
し
て
「
楊
公

泉
」
と
為
す
。
閑
閑 

嘗
て
為
に
文
を
作
り
て
之
を
記
す
。
又
た
言
ふ
、
「
吾
が
友
潘

若
凈
、
字
清
容
は
、
有
道
の
士
也
。
嘗
て
洞
微
に
從
ひ
て
游
び
、
甚
は
だ
之
に
歎
服
２
９

す
。
云
ふ
、
『
楊
洞
微
、
當
に
之
を
古
人
の
中
に
求
む
べ
き
耳
』
と
」
と
。
閑
閑 

後

に
華
州
を
過
り
、
洞
微
を
追
懷
３
０

し
て
云
ふ
、
「
前
年
曾
て
就
く
雲
臺
の
宿
。
先
生
有

り
て
華
山
に
在
る
を
知
る
。
今
日
白
雲
峰
頂
に
起
き
、
卻
て
疑
ふ
鶴
に
騎
し
て
人
間
に

下
る
か
と
」
と
。
其
の
稱
道
３
１

す
る
こ
と
此
く
の
如
し
。 

 

3.1
楊
洞
微 

道
士
の
楊
谷
は
、
字
は
洞
微
、
代
州
の
人
で
、
華
山
に
隠
居
し
て
い
た
。
人
柄
、
風

采
は
優
れ
て
立
派
で
、
品
行
は
比
べ
る
者
が
な
く
、
普
段
、
人
と
対
立
す
る
よ
う
な
こ

と
は
全
く
無
か
っ
た 

。
『
荘
子
』
『
易
経
』
に
精
通
し
、
世
間
で
は
「
『
莊
子
』
の
楊

先
生
」
と
見
ら
れ
て
い
た
。
明
昌
年
間
（
一
一
九
〇-
九
六
）
、
章
宗
の
勅
命
が
下
さ
れ
、

高
徳
の
道
士
を
召
し
出
し
、
燕
京
（
中
都
大
興
府
）
の
天
長
観
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
（
楊
洞
微
も
天
長
観
に
所
属
し
た
が
、
）
す
ぐ
に
華
山
に
帰
っ
た
。
華
山
に

帰
ろ
う
と
し
た
時
、
天
長
観
を
管
理
す
る
侯
生
と
一
緒
に
市
場
で
食
事
を
し
、
テ
ー
ブ

ル
の
上
に
数
個
の
「
火
」
字
を
書
い
た
。
さ
ら
に
、
侯
生
に
こ
と
づ
け
て
「
昨
日
、
沃

州
（
河
北
趙
県
）
を
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
あ
な
た
の
母
親
が
病
気
で
あ
る
こ
と
を
聞

い
た
。
す
ぐ
に
帰
郷
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
侯
生
は
休
暇
を
と
っ
て
帰
郷
し
た
。
沃

州
に
到
着
し
た
が
母
親
は
病
気
で
は
無
か
っ
た
。
侯
生
は
楊
洞
微
を
非
難
し
て
、
「
か

れ
は
私
を
騙
し
た
の
か
」
と
言
っ
た
。
中
都
に
北
帰
す
る
と
、
天
長
観
は
す
で
に
火
事

で
焼
失
し
て
い
た
。
ま
た
、
客
人
と
崧
山
（
河
南
嵩
山
）
の
白
亀
泉
の
ほ
と
り
に
出
か

け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
匹
の
石
蠏
（
サ
ワ
ガ
ニ
の
一
種
）
が
出
て
き
た
の
を
見
て
、

客
人
は
「
カ
ニ
が
橫
歩
き
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
天
性
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
楊

 

２
９ 

歎
服
：
賛
嘆
敬
服
。 

３
０ 

追
懷
：
回
顧
す
る
。 

３
１ 

稱
道
：
称
揚
す
る
。 

洞
微
は
、
「
こ
の
生
き
物
は
確
か
に
横
歩
き
し
て
い
る
が
、
正
直
な
人
に
出
会
わ
な
い

こ
と
を
恨
ん
で
い
る
だ
け
だ
」
と
言
い
、
引
き
続
き
手
で
指
差
す
と
、
カ
ニ
は
前
歩
き

を
し
た
。
晩
年
は
華
山
の
中
方
を
愛
し
、
居
を
そ
こ
に
定
め
た
。
中
方
に
は
も
と
も
と

泉
が
無
か
く
、
遠
く
ま
で
水
汲
み
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
苦
痛
で
あ
っ
た
。

楊
洞
微
は
、「
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
姿
の
山
で
あ
る
か
ら
、
泉
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
」

と
言
っ
た
。
そ
こ
で
斎
戒
沐
浴
し
て
祈
り
を
捧
げ
、
占
い
を
す
る
と
、
吉
と
出
た
。
こ

の
と
き
は
十
月
で
、
庵
の
そ
ば
に
ア
オ
イ
が
盛
ん
に
茂
っ
て
い
た
。
楊
洞
微
は
、
「
漢

字
に
お
い
て
、
「
草
」
と
「
癸
」
で
「
葵
」
字
と
な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
水
の
兆
候

で
あ
ろ
う
（
癸
は
五
行
説
で
水
に
相
当
す
る
）
」
と
言
っ
た
。
多
く
の
道
士
た
ち
と
尋

ね
て
行
く
と
、
南
東
の
隅
の
草
木
の
間
に
ひ
っ
そ
り
と
湿
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
見

て
、
掘
る
と
果
た
し
て
泉
で
あ
り
、
数
十
人
分
の
水
を
賄
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
場
所
は
、
東
は
険
し
い
谷
を
隔
て
、
南
は
多
数
の
峰
に
遮
ら
れ
、
岩
壁
が

そ
そ
り
立
ち
、
数
百
步
（
百
步=

一
五
六
米
）
も
あ
っ
て
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
楊

洞
微
と
弟
子
の
呂
沢
た
ち
は
岩
壁
に
沿
っ
て
桟
道
を
作
り
、往
来
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

あ
る
人
が
桟
道
の
木
が
朽
ち
易
い
た
め
に
、
墜
落
の
虞
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
岩
壁

に
沿
っ
て
穴
を
開
け
、
石
を
嵌
め
込
み
石
畳
に
し
て
石
橋
を
作
り
、
泉
は
煉
瓦
で
囲
っ

て
池
に
し
た
。
こ
れ
以
降
、
中
方
で
は
水
を
得
る
こ
と
が
大
変
容
易
に
な
っ
た
。
今
に

至
る
も
「
楊
公
泉
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
趙
秉
文
は
、
以
前
、
文
章
を
作
成
し
て
こ
の

こ
と
を
記
述
し
た
。
ま
た
、
「
吾
が
友
の
潘
若
浄
、
字
清
容
は
、
有
道
の
士
で
あ
る
。

か
つ
て
楊
洞
微
に
学
び
、
彼
の
こ
と
を
非
常
に
敬
服
し
て
、
『
楊
洞
微
は
、
古
人
の
中

に
の
み
探
し
出
せ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
』
と
言
っ
た
」
と
言
う
。
趙
秉
文
は
後
に
華

州
を
訪
問
し
、
楊
洞
微
を
追
慕
し
て
、
「
前
年
曾
て
就
く
雲
台
の
宿
。
先
生
の
有
り
て

華
山
に
在
る
を
知
る
。
今
日
白
雲
峰
頂
に
起
き
、
卻
て
疑
ふ
鶴
に
騎
し
て
人
間
に
下
る

か
と
（
以
前
、
華
山
の
雲
台
峰
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
、
楊
洞
微
先
生

が
華
山
に
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
今
日
、
白
雲
峰
の
山
頂
に
立
っ
て
み
る
と
、
か
え
っ

て
、
先
生
が
鶴
に
乗
っ
て
人
間
に
降
っ
て
き
た
の
か
と
疑
っ
た
）
」
と
い
う
七
言
絶
句

を
作
り
、
こ
の
よ
う
に
褒
め
称
え
た
。 
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3.2
影
を
測
る 

司
天
３
２

景
を
測
る
に
、
冬
夏
二
至
は
、
中
都
３
３

北
を
以
て
漸
（
や
や
）
差
あ
り
。
中
都

は
冬
至
一
丈
五
尺
七
寸
六
分
、
夏
至
二
尺
二
寸
六
分
。
晝
は
六
十
一
刻
、
夜
は
三
十
九

刻
。
山
後
の
涼
陘
３
４

金
蓮
川
３
５

は
都
の
西
北
３
６

四
百
里
に
在
り
て
近
く
、
其
の
地
最

も
高
し
。
夏
至
は
晝
六
十
三
刻
、
夜
三
十
七
刻
。
上
京
臨
潢
府
３
７

は
都
の
北
三
千
里
に

在
り
、
夏
至
は
晝
六
十
四
刻
、
夜
三
十
六
刻
。
『
呂
氏
碣
石
錄
』
に
云
ふ
。 

 

3.2
影
の
測
定 

金
朝
の
司
天
台
（
天
文
台
）
が
、
ノ
ー
モ
ン
を
立
て
て
影
の
長
さ
を
計
測
し
た
と
こ

ろ
、
冬
至
、
夏
至
は
、
中
都
（
現
在
の
北
京
市
）
の
場
合
、
や
や
北
に
位
置
す
る
の
で

中
原
と
は
数
値
に
差
が
あ
る
。
中
都
は
冬
至
一
丈
五
尺
七
寸
六
分
、
夏
至
二
尺
二
寸
六

分
で
、
昼
は
六
十
一
刻
、
夜
は
三
十
九
刻
で
あ
る
（
明
代
末
期
ま
で
、
一
日=

百
刻
）
。

燕
山
山
脈
の
北
、
涼
陘
の
金
蓮
川
（
現
在
の
張
家
口
市
沽
源
県
一
帯
）
は
都
の
西
北
四

百
里
に
あ
っ
て
都
に
近
く
、
標
高
が
最
も
高
い
。
夏
至
は
昼
六
十
三
刻
、
夜
三
十
七
刻

で
あ
る
。
上
京
臨
潢
府
（
現
在
の
黒
竜
江
省
哈
爾
賓
市
阿
城
区
）
は
都
の
北
三
千
里
に

あ
り
、
夏
至
は
昼
六
十
四
刻
、
夜
三
十
六
刻
で
あ
る
。
『
呂
氏
碣
石
録
』
の
引
用
。 

 

3.3
獵
犬 

 

３
２ 

司
天
台
：
金
朝
で
は
秘
書
監
の
元
に
置
か
れ
た
天
文
台
。
天
文
現
象
、
暦
、
気
象
を
所
管
し

た
。 

３
３ 

中
都
：
金
代
の
地
名
、
今
の
北
京
市
。 

３
４ 

涼
陘
：
今
の
河
北
沽
源
県
西
南
。
『
金
史
』
地
理
志
・
桓
州
「
景
明
宮
、
避
暑
宮
也
、
在
涼

陘
、
有
殿
、
楊
武
殿
、
皆
大
定
二
十
年
命
名
。
」 

３
５ 

金
蓮
川
：
金
の
皇
帝
の
避
暑
地
。
察
哈
台
沽
源
県
北
。
金
大
定
八
年
（
一
一
六
八
）
曷
里
滸

東
川
に
金
蓮
花
が
一
面
に
咲
く
こ
と
で
金
蓮
川
と
名
付
け
ら
れ
た
。 

３
６ 

西
北
：
中
華
書
局
本
は
「
西
州
」
に
作
り
、
呉
継
寛
抄
本
は
「
西
北
」
に
作
る
。 

３
７ 

上
京
臨
演
府
：
今
の
黒
竜
江
阿
城
南
白
城
。 

泰
和
五
年
３
８

、
道
陵
３
９

は
雲
龍
川
４
０

に
獵
す
。
興
州
４
１

犬
を
產
し
、
宗
室
の
咬
住

は
數
犬
を
進
め
て
云
ふ
、「
虎
を
射
る
に
備
ふ
べ
し
」
と
。
上
因
り
て
之
を
試
さ
し
む
。

犬 

虎
を
見
、
一
は
前
（
す
す
）
み
出
で
て
之
を
誘
ふ
に
、
虎
は
奔
逐
４
２

す
。
眾
犬
群

起
し
、
或
い
は
前
み
或
い
は
後
ぞ
き
、
左
右
に
伺
ひ
便
ち
撏
嚙
す
。
虎
は
周
旋
に
艱
（
か

た
）
く
、
或
い
は
怒
り
て
躍
（
と
）
ぶ
こ
と
一
二
丈
、
意
と
し
て
逸
去
４
３

せ
ん
と
欲
す

る
も
、
而
る
に
群
犬
は
隨
ひ
及
ぶ
。
虎
は
既
に
困
じ
て
臥
す
に
、
衛
士
４
４

前
み
て
之
を

射
る
。
竟
に
群
犬
に
斃
る
。 

 

3.3
猟
犬 

泰
和
五
年
（
一
二
〇
五
）
、
金
の
章
宗
は
雲
龍
川
（
河
北
省
赤
城
県
西
南
）
で
狩
り

を
し
た
。
興
州
（
現
在
の
承
德
市
）
は
犬
の
産
地
で
、
宗
室
の
咬
住
は
数
匹
の
犬
を
進

呈
し
て
、
「
虎
を
射
る
の
に
備
え
る
べ
き
で
す
」
と
言
っ
た
。
章
宗
は
そ
れ
で
試
さ
せ

た
。
犬
は
虎
を
見
て
、
一
匹
が
進
み
出
て
虎
を
誘
い
、
虎
が
そ
の
犬
を
追
い
か
け
る
と
。

多
く
の
犬
が
群
れ
を
な
し
、
進
ん
だ
り
退
い
た
り
、
左
右
か
ら
様
子
を
見
て
噛
み
付
い

た
。
虎
は
対
応
に
困
り
、
怒
っ
て
高
く
飛
び
上
が
っ
た
り
、
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
、
犬

た
ち
は
離
れ
な
か
っ
た
。
虎
は
困
っ
て
臥
し
た
と
こ
ろ
に
、
警
備
担
当
の
兵
士
が
進
み

出
て
矢
で
射
、
最
後
に
は
犬
た
ち
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

3.4
佃
客
に
雷
震
す 

 

３
８ 

泰
和
五
年
：
一
二
〇
五
年
。 

３
９ 

道
陵
：
金
の
章
宗
完
顏
珠
の
陵
墓
。
こ
こ
で
は
金
の
章
宗
を
指
す
。 

４
０ 

雲
龍
川
：
『
金
史
』
巻
十
一
・
泰
和
二
年
五
月
「
甲
子
、
更
泰
和
宮
曰
慶
寧
、
長
樂
川
曰
雲

龍
。
」 

４
１ 

興
州
：
金
代
の
州
名
、
治
所
は
今
の
河
北
灤
平
県
西
。 

４
２ 

奔
逐
：
追
い
か
け
る
。 

４
３ 

逸
去
：
逃
げ
去
る
。 

４
４ 

衛
士
：
護
衛
の
兵
士
。 
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陜
州
４
５

盧
村
の
張
海
は
、
同
里
の
一
農
民
と
仇
有
り
。
佃
客
４
６

發
謀
４
７

し
、
此
の

人
を
誣
す
る
に
麥
積
４
８

を
燒
く
を
以
て
す
。
渠 

旁
從
り
之
を
證
す
。
海
は
農
民
を
縛

し
尉
司
４
９

に
解
す
。
農
は
性
純
質
５
０

、
自
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
能
は
ず
、
一
死
を
分

と
す
５
１

矣
！
三
人
者
（
は
）
行
き
て
南
城
の
外
に
至
る
に
、
忽
ち
佃
客
に
雷
震
５
２

あ
り

て 

空
從
り
下
り
、
骨
肉
皆
な
盡
き
、
惟
だ
皮
髮
の
み
存
す
耳
！
士
人
牛
叔
玉
親
見
せ

り
。
時
に
郭
敬
叔 
陜
の
令
為
る
也
。 

 

3.4
佃
客
に
雷
が
落
ち
た 

陜
州
盧
村
の
張
海
は
、
同
じ
里
（
行
政
単
位
）
の
一
農
民
と
仇
敵
で
あ
っ
た
。
張
海

の
小
作
人
が
発
案
し
、
仇
敵
の
農
民
を
麦
わ
ら
の
束
を
焼
い
た
と
誣
告
し
、
張
海
が
そ

れ
を
傍
証
し
た
。
張
海
は
農
民
を
縛
っ
て
県
の
尉
司
の
と
こ
ろ
へ
突
き
出
す
こ
と
に
な

っ
た
。
農
民
は
純
朴
な
質
で
、
自
ら
無
罪
の
証
明
が
で
き
ず
、
死
刑
を
天
命
と
し
て
受

け
入
れ
た
。
張
海
ら
三
人
は
南
城
の
外
ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
急
に
小
作
人
に
雷
が
落

ち
た
。
雷
は
空
か
ら
落
ち
、
彼
の
骨
と
肉
は
全
て
無
く
な
り
、
た
だ
皮
と
髪
の
毛
だ
け

が
残
っ
た
。
読
書
人
の
牛
叔
玉
が
親
し
く
見
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
郭

敬
叔
が
陜
の
陜
県
の
令
（
長
官
）
で
あ
っ
た
。 

 

3.5
方
長
老
の
前
身 

丹
霞
長
老
義
方
は
、
字
志
道
、
尉
氏
５
３

の
人
。
前
身
５
４

は
柳
小
二
、
亦
た
縣
人
な
り
。

 

４
５ 

陝
州
：
北
魏
置
く
。
治
所
は
陝
県
（
今
の
河
南
三
門
峽
市
西
）
。 

４
６ 

佃
客
：
小
作
人
。 

４
７ 

發
謀
：
は
か
り
ご
と
を
す
る
。 

４
８ 

麥
積
：
麦
わ
ら
の
山
。 

４
９ 

尉
司
：
県
の
尉
司
。
宋
代
に
置
か
れ
、
盗
賊
の
摘
発
、
訴
訟
の
受
理
を
司
っ
た
。 

５
０ 

純
質
：
単
純
で
素
朴
。 

５
１ 

分
一
死
：
『
宋
史
』
文
天
祥
伝
「
天
祥
曰
、
国
亡
、
吾
分
一
死
矣
」
。 

５
２ 

雷
震
：
雷
の
直
撃
。 

５
３ 

尉
氏
：
県
名
、
秦
が
置
い
た
。
即
今
の
河
南
尉
氏
県
。 

大
定
５
５

初
、
群
小
５
６ 

相
國
寺
５
７

の
三
門
５
８

を
燒
き
、
亂
に
乘
じ
軍
資
庫
５
９

を
劫
せ

ん
こ
と
を
聚
議
６
０

す
。
凡
そ
五
十
人
、
部
を
分
ち
て
姓
名
を
探
る
に
、
柳
小
二
と
一
人

と
は
放
火
に
當
れ
り
。
先
づ
門
下
に
就
き
て
行
視
６
１

す
る
に
以
て
舉
火
６
２

を
謀
度
６
３

す
可
し
。
柳 

私
自
（
ひ
そ
か
）
に
６
４

念
じ
て
言
ふ
、
「
此
の
門
は
國
力
６
５

の
成
す
所

に
し
て
、
大
い
な
る
こ
と
木
山
の
如
し
、
一
火
の
後
、
再
び
得
る
べ
か
ら
ず
。
此
く
の

如
き
功
緣
、
我
乃
ち
之
を
壞
す
、
惜
し
む
べ
し
、
惜
し
む
べ
し
」
と
。
感
歎
の
際
に
、

州
橋
６
６

上
に
擒
（
と
ら
へ
）
ら
れ
、
訊
掠
６
７

さ
れ
て
死
す
。
死
後 

縣
中
の
陳
家
に
託

生
す
６
８

。
六
七
歲
に
し
て
能
く
前
世
６
９

の
事
を
言
ふ
。
父
母
妻
子
を
訪
ひ
、
墊
財
７
０

の

在
る
所
に
及
ぶ
。
信
（
ま
こ
と
）
に
柳
小
二
為
（
た
）
る
こ
と
疑
ひ
無
し
。
小
二
の
家 

之
に
供
給
す
。
法
雲
寺
に
出
家
し
、
後 

鑄
和
尚
を
嗣
法
７
１

す
。
丹
霞
に
住
す
。
親
し 

５
４ 

前
身
：
仏
教
語
で
前
生
。 

５
５ 

大
定
：
金
の
世
宗
完
顏
雍
の
年
号
（
一
一
六
一-

八
九)

。 

５
６ 

羣
小
：
社
会
的
地
位
の
低
い
人
々
を
言
う
。
一
般
に
は
名
門
、
有
力
豪
族
以
外
の
庶
民
を
指

す
。 

５
７ 

相
國
寺
：
仏
教
寺
院
、
今
の
河
南
開
封
市
に
あ
る
。 

５
８ 

三
門
：
寺
院
の
大
門
。 

５
９ 

軍
資
庫
：
軍
用
物
資
の
貯
蔵
庫
。 

６
０ 

聚
議
：
集
ま
っ
て
議
論
す
る
。  

６
１ 

行
視
：
巡
回
し
視
察
す
る
。 

６
２ 

舉
火
：
点
火
。 

６
３ 

謀
度
：
考
慮
推
測
す
る
。 

６
４ 

私
自
：
密
か
に
。 

６
５ 

國
力
：
国
家
の
実
力
。 

６
６ 

州
橋
：
河
南
省
開
封
汴
河
に
架
け
ら
れ
た
石
橋
。
唐
・
建
中
二
年
（
七
八
一
）
に
、
宣
武
軍

節
度
使
李
勉
が
汴
州
城
を
重
修
し
た
と
き
に
創
建
さ
れ
た
。
当
時
は
南
城
門
外
の
通
済
渠
上
に

架
け
ら
れ
、
汴
州
橋
と
名
付
け
ら
れ
、
州
橋
と
略
称
さ
れ
た
。 

６
７ 
訊
掠
：
拷
問
し
て
尋
問
す
る
。 

６
８ 

托
生
：
霊
魂
の
転
生
。
生
ま
れ
変
わ
り
。 

６
９ 

前
世
：
前
生
、
前
の
一
生
。 

７
０ 

墊
財
：
埋
蔵
さ
れ
た
財
宝
。 

７
１ 

嗣
法
：
法
統
を
受
け
継
ぐ
。
弟
子
が
師
の
法
を
継
ぐ
。 
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く
予
の
為
に
言
ふ
。 

 
3.5
方
長
老
の
前
身 

丹
霞
長
老
義
方
は
、
字
志
道
、
尉
氏
（
河
南
省
）
の
人
。
前
身
は
柳
小
二
で
、
同
じ

く
尉
氏
の
人
で
あ
っ
た
。
大
定
年
間
（
一
一
六
一-

八
九
）
の
初
め
、
社
会
的
地
位
の
低

い
も
の
た
ち
が
徒
党
を
組
ん
で
、
相
国
寺
の
三
門
を
焼
き
、
混
乱
に
乗
じ
て
軍
資
庫
を

攻
略
し
よ
う
と
集
ま
っ
て
相
談
し
た
。
全
部
で
五
十
人
が
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
名

前
を
名
乗
っ
た
が
、
柳
小
二
と
も
う
一
人
は
放
火
の
担
当
に
な
っ
た
。
先
ず
三
門
の
下

に
行
き
視
察
し
て
、
放
火
に
つ
い
て
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
柳
は
心
中
密
か

に
思
っ
た
、
「
こ
の
門
は
金
国
の
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
、
樹
の
茂
っ
た
山

の
よ
う
に
大
き
い
。
一
旦
火
災
に
遭
え
ば
、
二
度
と
再
建
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仏

縁
を
私
が
壊
し
て
し
ま
う
な
ど
、
惜
し
い
こ
と
だ
。
惜
し
い
こ
と
だ
」
と
。
ち
ょ
う
ど

感
嘆
し
て
い
る
と
き
に
、
汴
州
橋
の
上
で
捕
ま
り
、
厳
し
く
尋
問
さ
れ
て
死
ん
だ
。
死

後
に
同
じ
尉
氏
県
の
陳
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
六
、
七
歲
で
前
世
の
事
を
言
う
こ
と

が
で
き
た
。
前
世
の
父
母
妻
子
を
訪
問
し
、
埋
蔵
金
の
在
処
も
言
う
こ
と
が
で
き
た
。

本
当
に
柳
小
二
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
無
か
っ
た
。
柳
小
二
の
実
家
は
そ
の
子
を
援
助

し
た
。
法
雲
寺
で
出
家
し
、
後
に
鋳
和
尚
の
法
嗣
を
継
ぎ
、
丹
霞
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。

彼
が
自
ら
私
に
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

3.6
老
趙
の
後
身 

鞏
州
７
２

仇
家
巷
の
解
庫
７
３

趙
九
の
老
父
趙
三
は
、
大
安
７
４

二
年
に
病
ひ
殆
（
あ
や

ふ
）
し
。
尋
（
つ
）
い
で
臨
洮
７
５

西
の[

小
字
街
銀]

孫
家
に
生
ま
る
。
年
十
六
に
し
て

人
に
託
し
て
趙
九
を
訪
れ
、前
後
身
の
事
を
說
き
、且
つ
趙
九
を
呼
び
來
り
看
せ
し
む
。

 

７
２ 

鞏
州
：
北
宋
に
通
遠
軍
を
改
名
し
た
も
の
、
治
所
は
隴
西
県
（
今
は
甘
肅
に
所
属
）
。 

７
３ 

解
庫
：
質
屋
。 

７
４ 

大
安
：
金
の
完
顏
永
済
の
年
号
（
一
二
〇
九-

一
一)

。 

７
５ 

臨
挑
：
県
名
。
治
所
は
今
の
甘
肅
眠
県
。 

趙
九
人
を
遣
し
て
往
迎
せ
し
む
。
將
に
鞏
州
を
出
ん
と
し
、
家
人
奔
走
し
て
來
り
迓
（
む

か
）
ふ
る
に
、
趙
九
は
眾
中
に
在
り
て
、
疑
信
尚
ほ
未
だ
決
せ
ず
。
孫
童
遙
か
に
趙
九

を
見
、
小
字
７
６

を
呼
び
て
大
罵
し
、
其
の
即
（
た
だ
ち
）
に
來
認
せ
ざ
る
を
怒
る
。
妻

に
見
（
ま
み
）
え
亦
た
之
を
罵
し
、
妻
の
臂
上
の
燒
瘢
及
び
樹
下
の
粟
を
窖
す
る
處
を

指
す
。
是
れ
從
り
兩
家
を
往
來
す
。
州
將
７
７

の
宗
室
の
榮
祿
、
倅
７
８

の
李
好
復
７
９

、

節
度
副
使
８
０

の
史
舜
元
８
１

は
其
の
事
を
異
と
し
、
親
し
く
之
に
問
ふ
に
、
說
け
り
。
初

め
、
人
の
召
す
所
と
為
り
、
一
大
官
府
に
至
る
。
卒 

門
に
候
た
し
む
。
良
（
や
や
）

久
し
く
し
て
出
で
て
曰
く
、「
長
に
見
ゆ
る
を
須
ひ
ず
、
但
だ
我
に
從
ひ
て
行
け
」
と
。

一
騾
に
乘
り
、
數
里
の
外
に
至
り
、
河
濱
に
入
る
。
一
婦
先
に
此
に
在
り
。
卒 

婦
を

指
し
て
云
ふ
、
「
此
れ
汝
が
母
也
」
と
。
錯
愕
８
２

の
際
、
卒
の
水
中
に
推
す
と
こ
ろ
と

為
り
、
遂
に
記
せ
ず
。
三
歲
に
至
り
て
始
め
て
前
生
を
悟
る
と
云
ふ
。 

 

3.6
老
趙
の
後
身 

鞏
州
（
現
在
の
甘
粛
省
定
西
市
隴
西
県
鞏
昌
鎮
）
仇
家
巷
の
解
庫
（
質
屋
）
趙
九
の

老
父
趙
三
は
、
大
安
二
年
（
一
二
一
〇
）
に
危
篤
に
な
り
、
臨
洮
（
甘
粛
省
定
西
市
臨

洮
県
）
の
西
の[

小
字
街
銀
？]

孫
家
に
転
生
し
た
。
（
孫
童
は
）
十
六
歳
で
人
に
頼
ん

で
、
趙
九
を
訪
問
さ
せ
、
転
生
の
前
後
の
事
を
説
明
し
て
も
ら
い
、
か
つ
、
趙
九
に
面

会
に
来
る
よ
う
に
呼
び
寄
せ
た
。
趙
九
は
人
を
派
遣
し
て
（
孫
童
を
）
迎
え
さ
せ
た
。

 

７
６ 

小
字
：
幼
名
。 

７
７ 

州
將
：
後
漢
以
後
、
州
の
刺
史
は
盗
賊
討
伐
を
所
管
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
軍
事
を
統

括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
将
と
称
す
る
。 

７
８ 

倅
：
倅
は
副
、
副
職
の
意
。
こ
こ
で
は
州
將
の
副
職
を
指
す
。 

７
９ 

李
好
復
：
字
仲
通
、
明
昌
二
年
の
進
士
、
官
は
滑
州
刺
史
に
至
り
、
官
吏
と
し
て
の
政
治
的

名
声
が
あ
っ
た
。 

８
０ 

節
度
副
使
：
唐
に
始
ま
る
。
金
で
は
從
五
品
、
位
は
同
知
節
度
使
の
下
、
節
度
判
官
の
上
。 

８
１ 

史
舜
元
：
史
肅
、
字
舜
元
、
京
兆
（
今
の
陝
西
西
安
一
帯
）
の
人
。
官
は
監
察
御
史
に
至
っ

た
。
罪
に
問
わ
れ
、
静
難
軍
節
度
副
史
に
左
遷
さ
れ
た
。
『
中
州
集
』
卷
五
に
伝
あ
り
。 

８
２ 

錯
愕
：
慌
て
ふ
た
め
き
茫
然
と
す
る
。 
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（
孫
童
が
）
鞏
州
を
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
趙
家
の
人
々
が
走
り
寄
っ
て
出
迎
え
た

が
、
趙
九
は
群
衆
の
中
に
止
ま
り
、
ま
だ
疑
念
が
解
け
な
い
で
い
た
。
孫
童
は
遠
く
か

ら
趙
九
を
見
て
、
そ
の
幼
名
を
呼
ん
で
痛
罵
し
、
彼
が
孫
童
を
父
の
趙
三
と
し
て
認
め

な
い
こ
と
を
怒
り
、
さ
ら
に
趙
九
の
妻
に
会
っ
て
彼
女
の
こ
と
も
痛
罵
し
、
妻
の
腕
の

火
傷
の
瘢
痕
や
樹
の
下
の
穀
物
倉
庫
を
指
さ
し
た
。
こ
れ
以
降
、
両
家
は
親
戚
付
き
合

い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鞏
州
刺
史
の
宗
室
の
栄
禄
、
副
長
官
の
李
好
復 

、
節
度
副

使
の
史
舜
元
は
こ
の
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
、
親
し
く
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ

う
な
こ
と
を
語
っ
た
。
当
初
、
召
し
出
さ
れ
て
、
大
き
な
お
役
所
に
到
着
し
た
。
下
僕

が
門
で
待
機
さ
せ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
下
僕
が
出
て
き
て
、
「
今
は
長
官
に
面
会
す
る

必
要
は
な
い
。
私
に
つ
い
て
来
い
」
と
言
っ
た
。
一
匹
の
ロ
バ
に
乗
り
、
数
里
以
上
進

ん
で
川
に
入
っ
た
。
一
人
の
夫
人
が
先
に
こ
の
場
に
来
て
い
た
。
下
僕
は
婦
人
を
指
さ

し
て
、
「
こ
れ
が
お
前
の
母
親
だ
」
と
言
っ
た
。
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
と
、
下
僕
に

よ
っ
て
水
中
に
押
し
出
さ
れ
、
結
局
、
何
も
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
三
歲
に
な
っ
て
、

や
っ
と
前
生
の
こ
と
を
悟
っ
た
と
い
う
。 

 

3.7
劉
致
君 

異
人
に
見
ゆ 

龍
山
８
３

の
劉
仲
尹
８
４

致
君
は
、
年
二
十
に
し
て
、
「
異
物
を
貴
ば
ざ
れ
ば
民
乃
ち
足

る
」
８
５

榜
に
擢
第
８
６

す
。
釋
褐
８
７

し
て
贊
皇
８
８

尉
た
り
。
一
日
巡
捕
８
９

す
る
に
、
早

 

８
３ 

龍
山
：
今
の
山
西
渾
源
県
西
南
に
あ
り
。 

８
４ 

劉
仲
尹
：
字
致
君
、
蓋
州
の
人
、
正
隆
二
年
（
一
一
五
七) 

の
進
士
、
著
書
に
『
龍
山
集
』

が
あ
る
。
「
君
」
は
誤
り
。
『
中
州
集
』
『
帰
潜
志
』
に
よ
り
改
め
る
。 

８
５ 

不
貴
異
物
、
民
乃
足
：
『
尚
書
』
旅
獒
「
不
貴
異
物
賤
用
物
、
民
乃
足
」
（
異
物
を
貴
び
て

用
物
を
賤
ま
ざ
れ
ば
、
民
乃
ち
足
る
。
珍
奇
な
物
を
尊
ん
で
、
実
用
的
な
物
を
い
や
し
む
よ
う

な
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
人
々
の
生
活
は
豊
か
に
な
る
）
。 

８
６ 

擢
第
：
科
挙
合
格
。 

８
７ 

釋
褐
：
進
士
に
及
第
し
て
任
官
す
る
こ
と
。 

８
８ 

贊
皇
：
金
の
県
名
、
故
地
は
今
の
河
北
省
。 

８
９ 

巡
捕
：
巡
検
し
て
逮
捕
す
る
こ
と
。 

に
山
寺
の
中
に
至
り
、
壁
上
を
見
る
に
詩
有
り
て
云
ふ
、「
長
梢
の
疊
葉 

正
に
颼
颼
９
０

、

枕
底
の
寒
聲
９
１ 

客
の
為
に
留
む
。
野
鶴
９
２

來
ら
ず 

山
月
墮
ち
、
獨
眠
の
滋
味
９
３ 

五
更
の
秋
」
と
。
僧
に
問
ふ
誰
の
題
す
る
所
か
と
。
言
ふ
、
「
一
客 

年
可
（
ほ
ぼ
）

六
十
許
（
ば
か
り
）
、
衣
著
９
４

は
豐
神
９
５

奇
異
に
し
て
、
昨
夜
寄
宿
し
、
今
旦
詩
を
題

し
て
去
る
。
墨
尚
ほ
未
だ
乾
（
か
は
）
か
ず
、
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ざ
る
也
」
と
。

致
君
弓
兵
を
分
遣
９
６

し
之
を
踪
跡
９
７

す
。
少
焉
９
８

、
兵
來
り
報
ず
、
「
客
は
山
中
大

樹
の
下
に
在
り
て
君
を
待
つ
」
と
。
致
君
載
酒
し
て
往
き
、
客
に
見
え
前
（
す
す
）
み

揖
す
る
に
、
客
も
亦
た
之
と
抗
禮
９
９

す
。
姓
名
を
問
ふ
も
、
答
へ
ず
、
酒
を
指
し
飲
ま

ん
こ
と
を
索
む
。
致
君
其
の
談
吐
１
０
０

灑
落
１
０
１

な
る
を
見
て
、
其
の
異
人
た
る
を
知

る
。
平
生
の
經
傳
の
疑
事
１
０
２

を
以
て
之
に
質
す
に
、
酬
對
１
０
３

詳
盡
１
０
４

に
し
て
、
未

だ
聞
か
ざ
る
所
を
得
た
り
。
客
も
亦
た
致
君
の
與
（
と
も
）
に
語
る
可
き
と
為
す
と
謂

ふ
。
杯
を
舉
げ
引
滿
１
０
５

し
、
引
き
て
從
者
に
及
ぶ
。
日
將
に
夕
な
ら
ん
と
し
、
致
君

と
吏
卒
と
は
皆
大
醉
す
。
醒
む
る
に
及
び
、
客
の
所
在
１
０
６

を
失
ふ
。
致
君
は
此
の
後 

 

９
０ 

颼
颼
：
擬
音
語
。
風
や
雨
の
音
。 

９
１ 

寒
聲
：
寒
い
冬
の
音
の
響
き
、
風
の
音
、
雨
音
や
鳥
の
鳴
き
声
等
。 

９
２ 

野
鶴
：
林
野
に
い
る
鶴
、
孤
高
な
性
格
で
、
常
に
隠
士
に
譬
え
る
。 

９
３ 

滋
味
：
味
い
。 

９
４ 

衣
著
：
衣
服
、
着
る
。 

９
５ 

豐
神
：
風
貌
表
情
。 

９
６ 

分
遣
：
分
け
て
派
遣
す
る
。 

９
７ 

蹤
跡
：
跡
を
つ
け
て
探
す
。 

９
８ 

少
焉
：
す
ぐ
さ
ま
、
直
ち
に
。 

９
９ 

抗
禮
：
相
対
し
て
礼
を
す
る
。 

１
０
０ 

談
吐
：
談
論
す
る
。 

１
０
１ 

灑
落
：
飄
逸
、
豁
達
た
る
さ
ま
。 

１
０
２ 
疑
事
：
問
題
点
。 

１
０
３ 
酬
對
：
応
対
す
る
。
応
答
す
る
。 

１
０
４ 

詳
盡
：
詳
細
で
遺
漏
が
な
い
。 

１
０
５ 

引
滿
：
盃
を
満
た
し
て
飲
む
。 

１
０
６ 

所
在
：
存
在
す
る
場
所
。 
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詩
學
１
０
７

大
い
に
進
む
。
其
の
外
孫
李
內
翰
１
０
８

欽
叔
１
０
９ 

予
の
為
に
言
ふ
。 

 
3.7
劉
致
君
が
異
人
に
会
う 

龍
山
、
劉
仲
尹
、
字
致
君
は
、
年
齢
二
十
で
、
『
尚
書
』
旅
獒
「
異
物
を
貴
ば
ざ
れ

ば
民
乃
ち
足
る
」
が
出
題
さ
れ
た
科
挙
で
合
格
し
た
。
任
官
し
て
賛
皇
県
（
河
北
）
の

県
尉
と
な
っ
た
。
あ
る
日
巡
検
し
て
い
て
、
早
朝
、
山
寺
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
、
壁
上

に「
長
梢
の
畳
葉 

正
に
颼
颼 

、枕
底
の
寒
声  

客
の
為
に
留
む
。野
鶴 

來
ら
ず 

山

月
墮
ち
、
独
眠
の
滋
味  
五
更
の
秋
（
長
い
木
末
に
茂
っ
た
葉
が
未
だ
散
ら
ず
に
風
に

吹
か
れ
て
音
を
立
て
て
い
る
。
そ
れ
は
眠
れ
ず
起
き
て
い
る
旅
人
を
慰
め
る
た
め
に
寝

床
の
枕
元
ま
で
寒
々
と
響
い
て
き
て
い
る
の
だ
。
野
鶴
の
よ
う
な
高
潔
な
隠
者
を
待
っ

て
い
た
が
、
夜
遅
く
な
っ
て
も
や
っ
て
来
ず
、
夜
明
け
が
近
づ
き
月
は
山
の
端
に
落
ち

て
い
っ
た
。
秋
深
く
夜
明
け
前
の
五
更
の
時
刻
に
一
人
眠
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の

味
わ
い
は
言
い
尽
く
せ
な
い
。
）
」
と
い
う
詩
が
あ
っ
た
。
僧
に
誰
が
書
い
た
も
の
か

と
質
問
す
る
と
、
「
一
人
の
旅
人
で
、
年
齢
は
六
十
歳
ほ
ど
、
衣
服
は
俗
人
と
異
な
り

風
変
わ
り
で
、
昨
夜
お
泊
ま
り
に
な
り
、
今
朝
詩
を
題
し
て
出
て
い
か
れ
ま
し
た
。
墨

は
ま
だ
乾
い
て
い
な
い
の
で
、
ま
だ
遠
く
ま
で
は
行
か
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言

っ
た
。
劉
仲
尹
は
弓
兵
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
後
を
追
わ
せ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
兵

隊
が
戻
り
、
「
旅
人
は
山
中
の
大
樹
の
下
に
い
て
あ
な
た
を
お
待
ち
で
す
」
と
報
告
し

た
。
劉
仲
尹
は
酒
を
準
備
し
て
行
き
、
旅
人
に
会
う
と
進
み
出
て
礼
を
し
た
と
こ
ろ
、

旅
人
も
答
礼
を
返
し
た
。
姓
名
を
訊
い
た
が
答
へ
ず
、
酒
を
指
さ
し
て
飲
も
う
と
言
っ

た
。
劉
仲
尹
は
彼
の
言
葉
遣
い
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
が
優
れ
た
人
物
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
普
段
疑
問
に
思
っ
て
い
た
儒
教
経
典
の
解
釈
を
彼
に
質
問
す

る
と
、
回
答
は
詳
細
で
、
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。
旅
人
も
劉

 

１
０
７ 

詩
學
：
詩
歌
に
つ
い
て
の
学
問
。 

１
０
８ 

內
翰
：
唐
宋
代
、
翰
林
学
士
の
別
称
。 

１
０
９ 

李
欽
叔
：
李
献
能(

一
一
九
〇- 

一
二
三
二)

、
字
欽
叔
、
河
中
（
今
の
山
西
永
済)

の
人
、

貞
佑
三
年
の
進
士
。
後
、
戦
乱
で
没
し
た
。
元
好
問
の
親
友
。 

仲
尹
の
こ
と
を
と
も
に
語
る
べ
き
人
物
で
あ
る
と
言
っ
た
。
盃
を
満
た
し
て
飲
み
、
従

者
ま
で
引
き
込
ん
だ
。
夕
暮
れ
に
な
ろ
う
と
す
る
頃
、
劉
仲
尹
と
役
人
・
兵
士
た
ち
は

皆
酔
っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
。
酒
か
ら
醒
め
る
と
旅
人
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
劉
仲
尹

は
こ
の
後
、
詩
人
と
し
て
の
力
量
が
大
い
に
進
ん
だ
。
彼
の
外
孫
で
あ
る
李
献
能
ど
の

が
私
に
語
っ
て
く
れ
た
話
で
あ
る
。 

 

3.8
潼
山
の
莊
氏 

靈
壁
１
１
０

の
北
四
十
里
、
地
は
潼
山
と
名
づ
く
。
南
華
觀
有
り
。
莊
子
の
後 

二
百

家
を
餘
し
、
族
長
１
１
１ 

行
第
１
１
２

を
以
て
之
を
數
へ
、
二
十
八
翁
、
二
十
九
翁
の
目

有
り
１
１
３

。
官
は
杖
印
を
給
し
、
詞
訟
１
１
４

を
主
ら
し
む
。
風
俗
は
醇
厚
１
１
５

。
俗
中
に

善
く
元[

玄]

を
談
ず
る
１
１
６

者
有
り
。
介
休
１
１
７

烏
元
章 

其
の
《
南
華
１
１
８

》
に
題
す

詩
に
云
ふ
、
「
試
み
に
真
理
を
拈
じ
１
１
９

南
華
を
問
ふ
、
生
死
元
よ
り
覺
夢
１
２
０

を
如

何
（
い
か
ん
）
せ
ん
？
晝
夜
曾
て
覺
夢
を
停
む
る
や
否
や
？
古
今
還
た
死
生
を
續
く
る

麼
？
潼
山 

歲
歲 

春
草
を
生
じ
、
雎
水
１
２
１ 

年
年 

綠
波
有
り
。
子
逝
き 

今
に

於
て 

已
に
千
歲
、
覺
時
何
ぞ
少
な
く 

夢
時
多
し
」
と
。 

 

１
１
０ 

靈
壁
：
県
名
、
北
宋
代
に
設
置
さ
れ
た
。
今
の
安
徽
霊
璧
県
。 

１
１
１ 

族
長
：
一
般
的
に
一
族
の
長
老
を
指
す
。 

１
１
２ 

行
第
：
排
行
の
順
序
。 

１
１
３ 

原
文
は
「
有
二
千
人
、
又
有
二
千
九
翁
之
目
」
。
呉
継
寛
抄
本
に
よ
り
改
め
る
。 

１
１
４ 

詞
訟
：
訴
訟
。 

１
１
５ 

醇
厚
：
純
朴
。 

１
１
６ 

談
玄
：
哲
学
的
な
議
論
を
す
る
。 

１
１
７ 

介
休
：
西
晋
の
時
に
界
休
か
ら
改
名
。
今
は
山
西
省
に
属
し
、
治
所
は
県
城
の
東
南
に
あ

る
。 

１
１
８ 

南
華
：
唐
の
天
宝
元
年
二
月
に
莊
子
を
南
華
真
人
と
し
、
そ
の
著
書
を
『
南
華
真
経
』
と

し
た
。
原
本
は
「
詩
南
華
」
、
呉
継
寛
抄
本
「
南
華
詩
」
に
よ
る
。 

１
１
９ 
拈
花
微
笑
：
言
葉
を
使
わ
ず
心
か
ら
心
に
伝
え
る
こ
と
。 

１
２
０ 

覺
夢
：
道
家
の
哲
学
で
、
人
生
に
対
す
る
徹
底
し
た
悟
り
、
覚
醒
を
指
す
。 

１
２
１ 

雎
水
：
今
の
河
南
開
封
か
ら
東
流
し
、
祀
県
、
雎
県
等
及
び
安
徽
宿
県
、
霊
璧
諸
県
、
江

蘇
雎
寧
を
経
て
、
宿
遷
県
の
南
で
古
代
の
泗
水
に
入
る
河
川
。 
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3.8
潼
山
の
荘
氏 

霊
壁
県
（
安
徽
霊
壁
県
）
の
北
四
十
里
に
、
潼
山
と
い
う
山
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は

道
教
寺
院
の
南
華
観
が
あ
っ
た
。
荘
子
の
子
孫
が
二
百
家
以
上
あ
り
、
一
族
の
長
老
は

行
第
（
排
行
の
順
序
）
で
数
え
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
二
十
八
翁
、
二
十
九
翁
と
い

う
呼
び
方
が
あ
っ
た
。
官
か
ら
は
杖
と
印
鑑
が
支
給
さ
れ
、
一
族
の
訴
訟
を
司
っ
て
い

た
。
土
地
の
気
風
は
人
情
が
厚
く
素
朴
で
あ
っ
た
。
一
般
人
の
中
に
も
道
教
の
哲
理
に

詳
し
い
も
の
が
い
た
。
介
休
（
山
西
介
休
市
）
の
烏
元
章
の
「
『
南
華
』
に
題
す
（
『
荘

子
』
に
書
き
つ
け
る
）
」
詩
に
い
う
、
「
試
み
に
真
理
を
拈
じ 

南
華
を
問
ふ
、
生
死
元

よ
り
覚
夢
を
如
何
せ
ん
。
昼
夜
曾
て
覚
夢
を
停
む
る
や
否
や
、
古
今
還
た
死
生
を
續
く

る
麼
。
潼
山 

歲
歲 

春
草
を
生
じ
、
雎
水  

年
年 

緑
波
有
り
。
子
逝
き 

今
に
於

て 

已
に
千
歲
、
覚
時
何
ぞ
少
な
く 

夢
時
多
し
」
（
釈
尊
が
、
仏
教
の
真
理
は
言
葉

で
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
花
を
摘
ん
で
微
笑
す
る
こ
と
で
そ
の
意
図
を
表
現
し
た

が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
真
理
に
つ
い
て
荘
子
に
問
い
か
け
て
み
よ
う
。
人
間
の
生
死
は

本
来
、
「
夢
か
ら
醒
め
た
」
と
い
う
概
念
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
我
々
は
昼

夜
普
通
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
夢
か
ら
醒
め
た
」
状
態
を
停
止
し
て
い

る
の
か
。
人
間
の
生
死
は
永
遠
に
続
く
も
の
な
の
か
。
こ
こ
潼
山
は
毎
年
春
に
な
る
と

草
木
が
芽
生
え
、
雎
水
は
毎
年
春
に
な
る
と
草
木
の
緑
を
反
映
し
て
緑
色
の
波
を
上
げ

る
。
荘
子
が
死
ん
で
か
ら
も
う
千
年
が
過
ぎ
た
が
、
覚
醒
し
て
い
る
時
間
は
な
ん
と
少

な
く
、
夢
を
見
て
い
る
時
間
が
な
ん
と
長
い
こ
と
か
。
）
。 

 

3.9
王
登
庸
の
前
身 

王
登
庸
、
平
州
１
２
２

の
人
、
「
日
合
天
統
」
榜
１
２
３

の
進
士
、
數
縣
を
歷
宰
す
る
に
、

 

１
２
２ 

平
州
：
北
魏
に
設
置
。
治
所
は
肥
如
県
、
今
の
河
北
盧
龍
県
の
北
。 

１
２
３ 

日
合
天
統
榜
：
『
金
史
』
九
十
九
「
泰
和
六
年
（
一
二
〇
六
）
、
御
試
、
鉉
為
監
試
官
。

上
曰
：
「
丞
相
宗
浩
嘗
言
試
題
頗
易
、
由
是
進
士
例
不
讀
書
。
朕
今
以
日
合
天
統
為
賦
題
。
」

鉉
曰
：
「
題
則
佳
矣
、
恐
非
所
以
牢
籠
天
下
士
也
。
」
上
曰
：
「
帝
王
以
難
題
窘
舉
人
、
固

皆
な
能
聲
１
２
４

有
り
、
予
の
同
年
１
２
５

の
蘇
鼎
臣
の
為
に
說
く
、
「
渠
１
２
６

の
前
身
は
同

里
の
劉
氏
の
女
（
む
す
め
）
に
し
て
、
年
十
六
七
歲
、
采
桑
１
２
７

す
る
に
樹
下
に
墮
ち
、

傷
重
き
も
、
氣
未
だ
絕
へ
ず
、
而
し
て
靈
識
１
２
８

已
に
王
家
に
托
生
１
２
９

す
。
月
滿
１
３
０

ち
て
胎
髮
１
３
１

を
剃
る
に
、
前
身
も
亦
た
痛
み
を
知
り
て
哭
す
。
甫
１
３
２

（
は
じ
）
め

て
劉
家
に
往
か
ん
こ
と
を
求
む
。
其
の
後 

兩
家
供
承
１
３
３

し
、
子
を
舉
（
そ
だ
て
）１
３
４

令
（
し
）
む
。
劉
氏
父
母
死
し
、
皆
な
為
に
心
喪
１
３
５

に
服
す
る
こ
と
三
年
な
り
。 

 

3.9
王
登
庸
の
前
世 

王
登
庸
は
、
平
州
（
河
北
盧
龍
県
北
）
の
人
で
、
『
漢
書
』
律
暦
志
「
日
合
天
統
」

が
御
試
で
出
題
さ
れ
た
年
の
科
挙
（
泰
和
六
年
、
一
二
〇
六
）
で
合
格
し
た
。
数
県
の

県
令
を
歴
任
し
、
有
能
で
あ
る
と
の
評
判
を
得
た
。
私
（
元
好
問
）
と
同
年
に
合
格
し

た
進
士
で
あ
る
蘇
鼎
臣
の
た
め
に
語
っ
て
く
れ
た
、
「
王
登
庸
の
前
身
は
同
じ
里
の
劉

氏
の
娘
で
、
十
六
七
歲
の
時
、
桑
の
葉
を
摘
ん
で
い
る
と
き
に
木
か
ら
落
ち
、
重
傷
で

あ
っ
た
が
息
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
霊
魂
は
す
で
に
王
家
に
転
生
し
て
い
た
。
生
後
一 

不
可
、
欲
使
自
今
積
致
學
業
而
已
。
」
遂
用
之
」
。
『
漢
書
』
律
暦
志
・
上
「
三
辰
之
合
於

三
統
也
、
日
合
於
天
統
、
月
合
於
地
統
、
斗
合
於
人
統
」
。 

１
２
４ 

能
聲
：
優
れ
た
に
能
力
を
有
す
る
と
い
う
名
声
。 

１
２
５ 

同
年
：
科
挙
の
同
年
の
合
格
者
。
元
好
問
は
、
興
定
五
年
（
一
二
二
一
）
の
進
士
。 

１
２
６ 

渠
：
第
三
人
称
代
名
詞
。 

１
２
７ 

採
桑
：
桑
の
葉
を
摘
み
取
る
こ
と
。 

１
２
８ 

靈
識
：
霊
魂
。 

１
２
９ 

托
生
：
死
後
の
生
ま
れ
変
わ
り
。
霊
魂
の
転
生
。 

１
３
０ 

滿
月
：
子
供
の
出
産
か
ら
満
一
ヶ
月
。 

１
３
１ 

原
文
「
腹
髪
」
。
読
書
山
房
本
「
胎
髪
」
。 

１
３
２ 

甫
：
は
じ
め
て
。
評
注
：
こ
こ
は
脱
文
の
可
能
性
が
あ
る
。 

１
３
３ 
供
承
：
も
て
な
し
。
上
海
図
書
館
所
蔵
の
呉
継
寛
抄
本
で
は
「
共
承
」
に
作
る
。
訳
文
は

こ
れ
に
よ
っ
た
。 

１
３
４ 

舉
子
：
子
供
を
育
て
る
。 

１
３
５ 

心
喪
：
古
代
に
お
い
て
先
生
の
死
後
、
弟
子
が
喪
服
を
着
ず
に
、
た
だ
心
の
な
か
で
哀
悼

を
捧
げ
る
こ
と
を
、
「
心
喪
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
父
母
へ
の
哀
悼
の
念
を
指
す
。 
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ヶ
月
し
て
胎
毛
を
剃
っ
た
と
こ
ろ
、前
身
の
劉
氏
の
娘
も
痛
み
を
感
じ
て
泣
き
出
し
た
。

そ
こ
で
は
じ
め
て
（
脱
文
の
可
能
性
あ
り
）
劉
家
に
行
く
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
の
後
、

両
家
は
こ
の
事
態
を
と
も
に
受
け
止
め
、
王
家
で
子
供
を
育
て
さ
せ
た
。
劉
氏
の
父
母

が
亡
く
な
り
、
王
家
で
も
皆
な
三
年
間
、
心
喪
（
喪
服
を
着
用
し
な
い
服
喪
）
に
服
し

た
」
と
。 

 

3.10
大
明
川
の
異
卵 

曲
陽
１
３
６

の
醫
者
郭
彥
達
、
曾
て
大
明
川
に
居
す
。
聞
く
に
、
一
田
夫
董
成
な
る
者

地
を
掃
き
て
門
限
１
３
７

に
至
る
に
、
地
即
ち
高
起
す
れ
ば
、
鍤
鏟
を
以
て
之
を
平
ぐ
に
、

已
に
し
て
復
た
高
し
。
是
く
の
如
き
こ
と
三
四
。
疑
ひ
て
之
を
掘
る
に
、
先
づ
一
卵
の

椀
の
如
き
許
り
を
得
。
殼
膜
に
中
に
二
蛇
の
一
は
黑
く
一
は
斑
な
る
有
る
を
見
る
。
又

た
掘
り
一
卵
を
得
る
に
、
前
に
比
べ
差
１
３
８

大
な
り
。
彥
達 

之
に
曉
し
て
曰
く
、
「
神

物
は
觸
る
る
可
か
ら
ず
、
祭
拜
し
て
之
を
送
れ
」
と
。
成
は
言
の
如
く
し
、
濱
河
中
に

送
る
。
是
の
歲 

川
下
の
上
（
ほ
と
り
）
に
雷
雨
あ
り
て
、
大
木
數
千
を
拔
く
。
人 

疫

を
以
て
死
す
る
者
數
百
人
。 

 

3.10
大
明
川
の
異
卵 

曲
陽
（
現
在
の
河
北
保
定
市
）
の
医
者
で
あ
る
郭
彦
達
は
、
以
前
、
大
明
川
（
河
北

霊
寿
県
）
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
聞
い
た
話
で
あ
る
。
農
夫
の
董
成
と
い
う
者
が
地

面
を
掃
除
し
て
門
の
敷
居
ま
で
く
る
と
、
地
面
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
シ
ャ
ベ

ル
で
平
ら
に
し
た
と
こ
ろ
、
ま
た
盛
り
上
が
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
三
四
回
続
い
た
。
不

思
議
に
思
い
掘
っ
た
と
こ
ろ
、最
初
に
茶
碗
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
卵
が
一
個
出
て
き
た
。

殻
の
中
に
二
匹
の
蛇
が
い
て
、
一
匹
は
黒
く
、
一
匹
は
ま
だ
ら
な
の
が
見
え
た
。
さ
ら

 

１
３
６ 

曲
陽
：
県
名
。
今
は
河
北
省
定
県
に
属
す
る
。 

１
３
７ 

門
限
：
門
の
敷
居
。 

１
３
８ 

差
：
や
や
、
か
な
り
。 

に
掘
る
と
ま
た
一
個
の
卵
が
出
て
き
た
。
前
に
比
べ
や
や
大
き
い
。
郭
彦
達
は
董
成
に

分
か
ら
せ
る
よ
う
に
、
「
神
物
は
触
れ
て
は
い
け
な
い
。
祭
祀
礼
拝
し
て
見
送
り
を
し

ろ
」
と
言
っ
た
。
董
成
は
そ
の
通
り
に
し
、
河
の
中
に
流
し
見
送
っ
た
。
こ
の
歲
、
下

流
の
岸
辺
に
雷
雨
が
あ
り
、大
木
数
千
本
が
流
さ
れ
、疫
病
で
数
百
人
が
亡
く
な
っ
た
。 

 

3.11
三
姑
廟
に
龍
見
（
あ
ら
は
）
る 

大
名
１
３
９

の
蠶
神
１
４
０

三
姑
廟
の
旁
近
１
４
１

に
龍
見
（
あ
ら
は
）
れ
、
三
草
舍
１
４
２

の

上
に
橫
臥
す
。
觀
る
者
數
百
人
。
見
る
に
、
龍
は
鱗
甲
１
４
３

中
に
黃
毛
を
出
し
、
其
の

形 

駝
峰
１
４
４

の
如
く
、
頭
は
一
大
樹
と
齊
し
。
腥
臭
１
４
５

近
づ
く
べ
か
ら
ず
。
既
に

墮
ち
て
夭
矯
１
４
６

す
る
も
上
る
を
得
ず
。
良
（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
雲
霧
１
４
７

復
た

合
し
、
乃
ち
去
る
。
時
に
己
酉
１
４
８

の
歲
七
、
八
月
の
間
也
。 

 

3.11
三
姑
廟
に
竜
が
出
現
し
た 

大
名
（
河
北
邯
鄲
市
大
名
県
）
の
蚕
神
三
姑
廟
の
そ
ば
に
竜
が
出
現
し
、
三
軒
の
草

葺
き
の
家
屋
の
上
に
橫
臥
し
た
。
数
百
人
が
そ
れ
を
見
た
。
見
た
と
こ
ろ
、
竜
は
鱗
の

中
か
ら
黃
毛
が
出
て
お
り
、
そ
の
形
態
は
ラ
ク
ダ
の
コ
ブ
の
よ
う
で
、
頭
は
大
木
と
同

 

１
３
９ 

大
名
：
五
代
漢
の
乾
祐
年
間
（
九
四
八-

九
五
一
）
初
に
貴
鄉
県
を
改
め
大
名
県
を
置
い

た
。
治
所
は
今
の
河
北
大
名
県
の
東
北
。 

１
４
０ 

蠶
神
：
蚕
を
司
る
神
。 

１
４
１ 

旁
近
：
附
近
。 

１
４
２ 

草
舎
：
茅
屋
。 

１
４
３ 

鱗
甲
：
魚
介
類
の
鱗
と
甲
殼
。 

１
４
４ 

駝
峯
：
ラ
ク
ダ
の
こ
ぶ
。 

１
４
５ 
腥
臭
：
生
臭
さ
さ
。 

１
４
６ 
夭
矯
：
屈
伸
す
る
様
子
。 

１
４
７ 

雲
霧
：
雲
と
霧
。 

１
４
８ 

己
酉
：
モ
ン
ゴ
ル
の
欽
淑
后
（
オ
グ
ル
ガ
イ
ミ
シ
ュ
）
の
称
制
（
皇
帝
不
在
中
の
政
務
）

元
年
（
一
二
四
九)

。 
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じ
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
生
臭
い
悪
臭
が
漂
い
、
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。
地
上
に

落
ち
て
か
ら
は
、
屈
伸
す
る
も
天
上
に
戻
れ
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
雲
や
霧
に

再
び
取
り
囲
ま
れ
去
っ
て
い
っ
た
。
己
酉
の
歲
（
一
二
四
九
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
皇
后
オ

グ
ル
ガ
イ
ミ
シ
ュ
の
元
年
）
七
、
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

3.12
鏡
の
辨
１
４
９ 

蔡
內
翰
正
甫
１
５
０

云
ふ
、
大
定
１
５
１

七
年
の
秋
、
蕭
彥
昭
と
俱
に
都
下
１
５
２

に
官
た
り
。

蕭
一
日
過
ぎ
見
（
ら
）
る
に
、
古
鏡
１
５
３

を
出
し
相
示
し
て
曰
く
、
「
頃
歲
１
５
４ 

之

を
關
中
１
５
５

に
得
た
り
。
之
を
愛
す
る
こ
と
甚
し
と
雖
も
、
然
る
に
背
文
１
５
６

の
四
字

盡
く
は
識
ら
ず
、
且
つ
何
時
の
物
為
る
か
を
知
ら
ず
」
と
。
予
１
５
７

取
り
て
之
を
視
る

に
、
漢
の
物
也
。
文
に
曰
く
、
「
長
く
子
孫
に
宜
（
よ
ろ
）
し
」
（
永
遠
に
子
々
孫
々

が
繁
栄
せ
ん
こ
と
を
願
う
）
と
。
『
宣
和
博
古
圖
』
１
５
８

に
焉
れ
有
り
。
圖
を
出
し
て

 

１
４
９ 

辯
：
文
体
の
名
。 

１
５
０ 

蔡
正
甫
：
蔡
窪
、
字
正
甫
、
真
定
の
人
。
金
の
天
徳
（
一
一
四
九-

一
一
五
三
）
年
間
の

進
士
、
官
は
戶
部
員
外
郎
に
至
る
。
博
識
で
古
字
に
詳
し
く
、
金
石
文
の
考
訂
に
優
れ
、『
古

器
類
編
』
等
の
著
書
が
あ
っ
た
。 

１
５
１ 

大
定
：
金
の
世
宗
完
顔
雍
の
年
号
（
一
一
六
一-

八
九)

。 

１
５
２ 

都
下
：
都
を
指
す
。 

１
５
３ 

古
鏡
：
古
い
時
代
に
製
作
さ
れ
た
銅
鏡
。 

１
５
４ 

頃
歲
：
近
年
。 

１
５
５ 

關
中
：
古
代
の
地
域
名
。
指
す
範
囲
は
一
定
し
な
い
。
或
い
は
広
く
函
谷
関
以
西
の
戦
国

末
の
秦
の
領
土(

時
に
は
秦
嶺
以
南
の
漢
中
、
巴
蜀
を
含
み
、
時
に
は
陝
北
、 

隴
西
ま
で
も

含
む)

を
指
し
、
或
い
は
多
く
の
関
所
の
中
の
地
域
を
指
す
。
今
の
陝
西
の
渭
河
流
域
一
帯

を
指
す
。 

１
５
６ 

背
文
：
背
部
の
紋
様
。 

１
５
７ 

原
文
「
手
」
、
呉
抄
本
「
予
」
。 

１
５
８ 

欽
定
四
庫
全
書
『
重
修
宣
和
博
古
圖
』
卷
二
十
九
・
善
頌
門
・
漢
一
十
一
器
「
漢
長
宜
子

孫
鑑
一
徑
五
寸
二
分
重
一
十
三
兩
有
半
銘
四
字
。
漢
長
宜
子
孫
鑑
二
徑
四
寸
六
分
重
一
十
四

兩
銘
四
字
。 

漢
長
宜
子
孫
鑑
三
徑
五
寸
九
分
重
一
十
五
兩
銘
四
字
。
漢
長
宜
子
孫
鑑
四
徑

六
寸
重
一
斤
十
有
三
兩
銘
四
字
」
。 

之
を
示
す
に
、
殆
ん
ど
合
符
１
５
９

せ
る
が
若
し
。
彥
昭
驚
喜
１
６
０

す
。
姚
仲
瞻
の
坐
に

在
る
有
り
て
、
言
ひ
て
曰
く
、
「
僕
が
家
の
一
鏡
、
制
作
１
６
１

亦
た
奇
な
り
。
宋
末
に

長
安
の
土
人
１
６
２

の
家
に
得
た
り
。
相
傳
１
６
３

し
て
太
真
１
６
４

奩
中
の
物
と
為
す
も
、
之

を
信
ぜ
ざ
る
也
。
」
取
ら
使
（
し
）
め
て
觀
る
に
、
背
に
楷
字
數
十
有
り
て
、
韻
語
１
６
５

を
為
し
、
句
は
四
言
な
り
。
其
の
略
に
「
華
屋
１
６
６

交
ご
も
映
え
１
６
７

、
珠
簾
１
６
８

對
し

て
看
る
、
潛
か
に
聖
淑
１
６
９

を
窺
ふ
に
、
麗
則
１
７
０

に
し
て
常
に
端
な
り
」
等
の
語
有

り
て
、
紐
に
「
開
元
」
の
二
字
有
り
。
姚
曰
く
、
「
其
の
年
を
考
ふ
れ
ば
則
ち
唐
の
物

な
る
も
、
安
ん
ぞ
太
真
の
舊
為
る
を
知
ら
ん
耶
」
と
。
予
笑
ひ
て
答
へ
ず
。
徐
ろ
に
浮

休
居
士
張
芸
叟
１
７
１

作
る
所
の
『
冗
長
錄
』
１
７
２

を
出
し
讀
ま
使
（
し
）
む
。
其
の
間

に
載
す
に
、
「
元
祐
１
７
３

中
に
望
賢
驛
１
７
４

故
地
を
耕
し
、
鏡
を
得
て
予
に
遺
る
者
有

 

１
５
９ 

合
符
：
符
合
す
る
。 

１
６
０ 

驚
喜
：
驚
き
喜
ぶ
。 

１
６
１ 

制
作
：
様
式
。 

１
６
２ 

土
人
：
現
地
の
人
。 

１
６
３ 

相
伝
：
長
期
間
伝
承
す
る
。 

１
６
４ 

太
真
：
唐
の
楊
貴
妃
の
道
士
の
時
の
号
。 

１
６
５ 

韻
語
：
韻
律
に
あ
っ
た
文
言
。
特
に
詩
や
詞
を
指
す
。 

１
６
６ 

華
屋
：
華
美
な
建
物
、
朝
会
や
議
事
の
場
所
を
指
す
。 

１
６
７ 

交
映
：
相
互
に
て
り
映
え
る
。  

１
６
８ 

珠
簾
：
真
珠
で
綴
ら
れ
た
カ
ー
テ
ン
。 

１
６
９ 

聖
淑
：
皇
帝
と
皇
后
を
指
す
。 

１
７
０ 

麗
則
：
漢 

揚
雄
『
法
言
』
吾
子
「
詩
人
之
賦
麗
以
則
、
辭
人
之
賦
麗
以
淫
。
」
こ
れ
以

降
、
「
麗
則
」
は
美
麗
典
雅
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。 

１
７
１  

張
芸
叟
：
張
舜
民
、
字
は
芸
叟
、
号
は
浮
休
居
士
、
北
宋
邠
州
の
人
。
詩
に
巧
み
で
絵

画
を
好
み
、
評
価
は
精
密
正
確
で
あ
っ
た
。 

１
７
２ 

欽
定
四
庫
全
書
・
宋
・
張
舜
民
『
畫
墁
録
』
に
「
吾
家
舊
畜
鏡
、
傳
為
楊
妃
故
物
。
徑
尺

許
、
厚
七
分
、
背
文
精
古
、
有
銘
。
其
畧
曰
：
「
粉
壁
交
映
、
珠
簾
對
看
、
潛
窺
聖
淑
、
麗

則
常
端
。
」
聖
淑
字
名
少
空
、
有
並
後
之
象
。
明
皇
八
月
五
日
生
也
。
始
置
誕
節
千
秋
、
藩

鎮
進
鏡
、
若
紫
絲
承
露
囊
、
此
幾
是
耶
」
。 

１
７
３ 

元
祐
：
北
宋
哲
宗
趙
煦
の
年
号
（
一
〇
八
六-

九
四)

。 

１
７
４ 

『
舊
唐
書
』
楊
國
忠
傳
「
辰
時
、
至
咸
陽·

望
賢
驛
、
官
吏
駭
竄
、
無
復
貴
賤
、
坐
宮
門
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り
、
銘
は
四
字
為
り
。
詩
中
に
『
潛
窺
聖
淑
』
の
句
有
り
。
『
聖
淑
』
の
二
字
は
皆
な

少
（
や
や
）
空
あ
り
て
、
意
は
「
聖
」
を
取
り
て
君
と
為
し
、
「
淑
」
を
后
と
為
す
耳
」

と
。
此
の
制
と
正
に
合
ふ
。
望
賢
は
馬
嵬
１
７
５

を
去
る
こ
と
數
十
里
、
蓋
し
遷
幸
１
７
６

の

時
に
之
を
遺
せ
り
。
浮
休
、
陜
右
の
人
。
之
を
長
安
に
得
た
る
は
、
信
（
ま
こ
と
）
な

り
矣
！
彥
昭
歡
ぶ
こ
と
甚
し
く
、
以
為
へ
ら
く
一
日
に
二
奇
事
有
り
、
書
か
ざ
る
べ
か

ら
ず
と
。
予
曰
く
、
「
屢
し
ば
中
る
と
多
言
す
る
は
、
仲
尼
１
７
７

の
子
貢
１
７
８

を
譏
る

所
以
也
」
と
。
然
る
に
世
喜
び
て
其
の
偶
た
ま
中
れ
る
と
道
ふ
、
予
書
か
ざ
る
は
可
な

ら
ん
乎
？ 

 

3.12
鏡
の
弁 

翰
林
学
士
の
蔡
窪
、
字
正
甫
が
述
べ
た
内
容
で
あ
る
。
大
定
七
年
（
一
一
六
七
）
の

秋
、
蕭
彥
昭
と
と
も
に
都
で
官
に
つ
い
て
い
た
。
蕭
彦
昭
が
あ
る
日
我
が
家
に
訪
問
さ

れ
た
と
き
、
古
鏡
を
出
し
て
き
て
私
に
見
せ
、
「
近
年
、
関
中
で
手
に
入
れ
ま
し
た
。

非
常
に
大
事
に
し
て
い
ま
す
が
、
背
面
の
四
文
字
に
つ
い
て
全
て
を
読
む
こ
と
が
で
き

ず
、
い
つ
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
私
は
鏡
を
手
に

取
っ
て
見
た
が
、
漢
代
の
も
の
で
あ
る
。
四
文
字
は
、
「
長
く
子
孫
に
宜
（
よ
ろ
）
し
」

（
永
遠
に
子
々
孫
々
が
繁
栄
せ
ん
こ
と
を
願
う
）
で
あ
っ
た
。
『
宣
和
博
古
図
』
巻
二

十
九
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
宣
和
博
古
図
』
を
出
し
て
来
て
蕭
彦
昭
に
示
し
た
が
、

殆
ん
ど
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。蕭
彦
昭
は
甚
だ
喜
ん
だ
。姚
仲
瞻
が
そ
の
場
に
い
て
、

「
我
が
家
の
一
枚
の
鏡
も
、
作
り
が
優
れ
て
い
る
。
宋
末
に
長
安
の
地
元
の
人
の
家
で

手
に
入
れ
た
。代
々
伝
わ
っ
て
楊
貴
妃
の
所
蔵
と
な
っ
た
と
い
う
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
。」 

大
樹
下
。
」 

１
７
５ 

馬
嵬
：
馬
嵬
坡
、
楊
貴
妃
は
こ
こ
で
自
殺
し
た
。
今
の
陝
西
興
平
県
の
西
。 

１
７
６ 

遷
幸
：
古
く
は
帝
王
が
他
所
に
遷
居
す
る
こ
と
を
言
う
。 

１
７
７ 

仲
尼
：
孔
子
の
字
。 

１
７
８ 

子
貢
：
孔
子
の
弟
子
の
端
木
賜
。
『
左
傳
』
定
公
十
五
年
「
仲
尼
曰
：
賜
不
幸
言
而
中
、

是
使
賜
多
言
者
也
。
」
（
孔
子
が
言
わ
れ
た
、
「
子
貢
の
言
っ
た
こ
と
は
不
幸
に
も
的
中
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
子
貢
は
お
し
ゃ
べ
り
に
な
る
の
だ
」
と
。
） 

と
言
っ
た
。
取
り
寄
せ
さ
せ
て
見
た
と
こ
ろ
、
背
面
に
楷
書
の
数
十
字
が
あ
っ
て
、
押

韻
し
て
お
り
、
一
句
は
四
言
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
「
華
屋 

交
ご
も
映
え 

、
珠
簾 

対
し
て

看
る
、
潜
か
に
聖
淑
を
窺
ふ
に
、
麗
則
に
し
て
常
に
端
な
り
（
華
麗
な
御
殿
が
立
ち
並

び
、
真
珠
の
簾
越
し
に
御
殿
の
中
を
拝
見
す
る
。
そ
っ
と
皇
帝
、
皇
后
を
伺
う
と
、
美

し
く
典
雅
で
常
に
端
正
で
あ
ら
れ
た
。
）
」
等
の
言
葉
が
あ
っ
て
、
紐
の
部
分
に
「
開

元
（
唐
・
玄
宗
の
年
号
、
七
一
三-

七
四
一
）
」
の
二
文
字
が
あ
っ
た
。
姚
仲
瞻
は
、
「
こ

の
年
号
を
考
慮
す
る
と
、
唐
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
楊
貴
妃
の
所
蔵

品
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
の
か
」
と
言
っ
た
。
私
は
笑
っ
て
答
え
ず
、
黙
っ
て
浮
休
居
士

張
芸
叟
（
張
舜
民
）
の
『
冗
長
録
』
を
出
し
て
き
て
姚
仲
瞻
に
読
ま
せ
た
。
そ
の
書
物

に
は
、「
元
祐
年
間
（
一
〇
八
六-

九
四
）
に
望
賢
駅
の
跡
地
を
耕
作
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

鏡
が
出
土
し
た
の
で
私
に
寄
贈
し
て
く
れ
た
人
が
い
た
。
銘
文
は
四
字
句
で
あ
っ
た
。

詩
中
に
『
潜
窺
聖
淑
』
の
句
が
あ
り
、
『
聖
淑
』
の
二
字
は
と
も
に
少
し
空
格
が
あ
り
、

聖
を
君
主
、
淑
を
皇
后
と
す
る
意
味
で
あ
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
姚
仲
瞻
所
蔵

の
鏡
の
形
式
と
ま
さ
し
く
一
致
し
て
い
た
。
望
賢
は
馬
嵬
か
ら
数
十
里
の
距
離
で
、
お

そ
ら
く
安
史
の
乱
に
よ
っ
て
玄
宗
皇
帝
た
ち
が
長
安
か
ら
蜀
へ
逃
れ
る
と
き
に
残
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
張
舜
民
は
、
陜
右
（
陝
西
省
西
部
）
の
邠
州(

現
在
の
彬
州)

の
人
で

あ
る
。
鏡
を
長
安
で
手
に
入
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
蕭
彥
昭
は
大
変
喜
び
、
一
日
に

不
思
議
な
こ
と
が
二
つ
も
重
な
っ
た
の
で
、記
述
し
て
残
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。私
は
、

「
予
言
が
よ
く
当
た
る
と
お
喋
り
に
な
る
、
と
い
う
の
は
、
孔
子
が
、
定
公
の
死
を
予

言
し
た
弟
子
の
子
貢
を
批
判
し
た
理
由
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
世
間
で
は

偶
然
に
予
言
が
当
た
っ
た
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
。
私
は
書
か
な
い
方
が
良
い
の
だ
ろ

う
か
。 

 
3.13
呂
內
翰
の
遺
命 

呂
防
禦
１
７
９

忠
嗣
は
、
生
平 

經
學
１
８
０

に
得
る
所
有
り
、
故
に
每
に
古
人
を
以
て

 

１
７
９ 

防
禦
：
唐
代
に
始
め
て
防
禦
使
が
設
置
さ
れ
、
所
轄
区
域
の
軍
務
を
司
っ
た
。
属
官
に
防
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自
ら
期
す
１
８
１

。
臨
終
に
諸
子
に
敕
（
い
ま
し
）
め
て
云
ふ
、
「
我
死
す
も
火
葬
す
る

こ
と
無
れ
、
火
葬
は
是
れ
戮
尸
１
８
２

と
為
す
。
僧
に
齋
し
て
１
８
３

佛
事
を
作
す
こ
と
無

れ
。
僧
に
齋
す
る
佛
事
は
是
れ
堯
、
舜
、
文
、
武
、
周
、
孔
の
教
え
を
以
て
我
を
待
せ

ず
。
我
が
言
に
違
ふ
こ
と
有
ら
ば
、
呂
氏
の
子
孫
に
非
ず
」
と
。
諸
子 

教
え
に
從
ひ
、

一
の
敢
て
違
ふ
者
無
し
。
范
司
農
１
８
４

拯
之
、
梁
都
運
１
８
５

斗
南
１
８
６

每
に
予
の
為
に
言

ふ
。
近
歲
１
８
７

斗
南
の
遺
令
１
８
８
「
送
終
１
８
９

は
僧
佛
の
從
事
を
以
（
も
ち
ゐ
）
ず
１
９
０

」

は
、
自
來
１
９
１

有
り
矣
。 

 

3.13
內
翰
の
呂
忠
嗣
の
遺
命 

防
禦
使
の
呂
忠
嗣
は
、
普
段
、
経
学
を
学
ん
で
会
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
常
に
古
人
を
自
分
の
模
範
と
し
て
い
た
。
臨
終
に
あ
た
っ
て
子
供
た
ち
に
戒
め

て
言
っ
た
、
「
私
が
死
ん
で
も
火
葬
し
て
は
い
け
な
い
。
火
葬
は
、
死
体
を
人
目
に
晒

す
刑
罰
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。僧
侶
に
食
事
を
提
供
す
る
仏
事
を
し
て
は
い
け
な
い
。

こ
う
し
た
行
為
は
、
堯
帝
、
舜
帝
、
文
王
、
武
王
、
周
公
、
孔
子
の
教
え
に
基
づ
い
て 

禦
副
使
、
防
禦
判
官
が
あ
る
。
金
は
防
禦
州
長
官
を
設
置
し
、
節
度
使
の
下
、
刺
史
の
上
に

位
置
付
け
、
從
四
品
で
、
主
に
民
政
や
盜
賊
の
制
御
を
司
っ
た
。 

１
８
０ 

經
學
：
儒
家
の
経
典
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
。 

１
８
１ 

自
期
：
自
称
す
る
。 

１
８
２ 

戮
尸
：
刑
罰
の
一
種
。
死
体
を
大
衆
の
目
に
晒
し
、
恥
辱
を
示
す
。 

１
８
３ 

齋
僧
：
斎
食
を
僧
に
施
す
こ
と
。 

１
８
４ 

司
農
：
大
司
農
、
司
農
卿
の
簡
称
。 

１
８
５ 

都
運
：
都
転
運
司
の
簡
称
。
金
は
中
都
路
に
設
置
し
、
税
金
、
倉
庫
の
出
納
、
度
量
衡
等

を
司
っ
た
。
使
、
同
知
、
副
使
等
の
官
を
置
い
た
。 

１
８
６ 

梁
斗
南
：
梁
陟
、
字
は
斗
南
、
金
代
の
明
昌
年
間
（
一
一
九
〇-

九
六
）
の
進
士
、
南
京

転
運
使
同
知
に
至
っ
た
。
金
が
亡
び
、
仕
え
る
事
は
な
か
っ
た
。 

１
８
７ 

近
歲
：
近
年
。 

１
８
８ 

遺
令
：
臨
終
前
の
戒
め
、
言
い
つ
け
。 

１
８
９ 

送
終
：
死
者
の
た
め
に
葬
儀
を
執
り
行
う
こ
と
。 

１
９
０ 

不
以
：
使
用
し
な
い
。
依
ら
な
い
。 

１
９
１ 

自
來
：
由
来
、
来
歴
。 

私
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
私
の
言
葉
に
反
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
呂
氏
の
子

孫
で
は
な
い
」
と
。
子
供
た
ち
は
呂
忠
嗣
の
教
え
に
従
い
、
一
人
も
そ
れ
に
反
す
る
も

は
い
な
か
っ
た
。
司
農
の
范
拯
之
、
都
転
運
司
の
梁
斗
南
は
、
い
つ
も
私
に
こ
の
こ
と

を
語
っ
て
く
れ
た
。
近
年
の
梁
斗
南
の
遺
令 

「
臨
終
に
あ
た
っ
て
は
僧
侶
に
関
与
さ
せ

る
な
」
は
、
来
歴
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

3.14
宣
德
の
狂
僧 

宣
德
１
９
２

聖
國
寺
の
狂
僧
は
、
布
衣
１
９
３

藍
縷
１
９
４

に
し
て
、
獨
り
暗
室
１
９
５

に
處
り
。

夏
月
１
９
６ 

浣
濯
１
９
７

せ
ざ
る
も
、
穢
氣
１
９
８

無
し
。
常
に
寺
家
１
９
９

の
廄
舍
に
於
い
て
、

合
爪
２
０
０

し
て
牛
馬
に
向
ひ
て
言
ふ
、「
齋
に
飽
け
り
！
齋
に
飽
け
り
！
」
と
。
生
徒
２
０
１

大
い
に
之
を
惡
む
。
承
安
２
０
２

中
、
春
旱
な
り
。
州
倅
２
０
３

田
公
問
ふ
、
「
何
れ
の
日

に
か
當
に
雨
ふ
る
べ
き
や
」
と
。
僧
言
ふ
、
「
四
月
二
十
日
、
雨
足
れ
り
矣
」
と
。
期

に
及
び
て
２
０
４

果
し
て
然
り
２
０
５

。
刺
史 

中
秋
の
為
に
酒
を
釀
す
に
、
僧
云
ふ
、
「
刺

 

１
９
２ 

宣
德
：
金
の
大
定
八
年
（
一
一
六
八
）
宣
化
州
を
宣
徳
州
と
し
た
。
二
十
九
年
（
一
一
八

九)

文
徳
県
を
宣
徳
県
と
し
た
。
治
所
は
共
に
今
の
河
北
宣
化
県
。 

１
９
３ 

布
衣
：
布
製
の
衣
服
。 

１
９
４ 

藍
縷
：
破
け
た
衣
服
。
ま
た
衣
服
が
敗
れ
て
古
い
こ
と
を
形
容
す
る
。
藍
は
「 

襤 

」
に

通
ず
る
。 

１
９
５ 

暗
室
：
薄
暗
い
奥
の
部
屋
。
真
っ
暗
な
部
屋
。 

１
９
６ 

夏
月
：
夏
。 

１
９
７ 

浣
濯
：
洗
浄
す
る
。 

１
９
８ 

穢
気
：
臭
気
。
腐
乱
し
て
不
潔
な
臭
気
。 

１
９
９ 

寺
家
：
寺
院
を
指
す
。 

２
０
０ 

合
爪
：
合
掌
。 

２
０
１ 
生
徒
：
呉
継
寛
抄
本
で
は
「
僧
徒
」
に
作
る
。 

２
０
２ 
承
安
：
金
の
章
宗
完
顏
璟
の
年
号
（
一
一
九
六-

二
〇
〇
〇
）
。 

２
０
３ 

州
倅
：
州
の
副
官
。 

２
０
４ 

及
期
：
時
期
に
至
る
。 

２
０
５ 

果
然
：
果
た
し
て
。 
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史
は
即
ち
に
東
去
す
、
何
ぞ
必
ず
し
も
釀
さ
ん
為
２
０
６
（
や
）
」
と
。
十
四
日
に
興
中
２
０
７

の
尹
２
０
８

に
除
せ
ら
れ
、
乘
傳
２
０
９

の
官
な
り
。
他
の
言
ふ
所
多
く
驗
（
し
る
し
）
あ

り
。
范
拯
之
說
け
り
。 

 

3.14
宣
徳
の
狂
僧 

宣
徳
（
今
の
河
北
張
家
口
市
宣
化
区
）
の
聖
国
寺
の
狂
僧
は
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
衣
服
を

着
て
、
一
人
で
あ
か
り
の
無
い
部
屋
に
い
た
。
夏
で
も
沐
浴
し
な
か
っ
た
が
、
臭
気
は

無
か
っ
た
。
常
に
寺
院
の
厩
舎
で
、
牛
馬
に
対
し
て
合
掌
し
て
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し

た
！
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
！
」
と
言
っ
た
。
僧
侶
た
ち
は
彼
の
こ
と
を
非
常
に
憎
ん

だ
。
承
安
年
間
（
一
一
九
六-

一
二
〇
〇
）
、
春
に
日
照
り
が
あ
っ
た
。
副
知
事
の
田
公

が
、
「
い
つ
雨
が
降
る
だ
ろ
う
か
」
と
質
問
す
る
と
、
こ
の
僧
は
、
「
四
月
二
十
日
に
、

雨
が
十
分
に
降
る
」
と
答
え
た
。
期
日
に
な
っ
て
果
た
し
て
雨
が
降
っ
た 

。
知
事
が
中

秋
の
節
の
た
め
に
酒
を
醸
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
僧
は
、
「
知
事
は
す
ぐ
に
東
に
去
っ
て

い
く
の
に
、
ど
う
し
て
酒
を
醸
す
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
十
四
日
に
興
中
府

（
遼
寧
朝
陽
市
）
の
長
官
に
任
命
さ
れ
た
。
皇
帝
陛
下
の
恩
典
で
馬
車
に
乗
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
官
で
あ
る
。
こ
の
他
の
彼
の
発
言
に
は
的
中
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
范
拯

之
が
語
っ
て
く
れ
た
。 

 

3.15
呂
狀
元
の
夢
應 

呂
內
翰
２
１
０

造
２
１
１

、
字
子
成
は
、
未
だ
第
せ
ざ
る
時
、
金
龍
の
蜿
蜒
２
１
２

と
し
て
天

 

２
０
６ 

為
：
助
詞
、
反
語
あ
る
い
は
感
嘆
を
表
す
。 

２
０
７ 

興
中
：
遼
は
興
中
県
、
興
中
府
を
設
置
し
た
。
治
所
は
今
の
遼
寧
朝
陽
市
。 

２
０
８ 

尹
：
漢
朝
で
始
め
て
都
城
行
政
長
官
を
尹
と
称
し
、
歷
代
沿
襲
し
、
金
も
同
様
で
あ
る
。 

２
０
９ 

乘
傳
歸
：
駅
馬
車
に
乗
っ
て
辞
職
し
て
帰
郷
す
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
臣
下
に
対
す
る
恩
典

で
あ
る
。 

２
１
０ 

內
翰
：
唐
宋
金
時
代
の
翰
林
学
士
に
対
す
る
別
称
。 

２
１
１ 

呂
造
：
大
興
（
今
の
北
京
西
南
）
の
人
。 

自
り
下
り
、
攫
（
つ
か
）
ん
で
之
を
食
ふ
を
夢
み
る
。
是
の
歲 

經
義
２
１
３

に
て
南
省
２
１
４

に
魁
２
１
５

た
り
て
、
詞
賦
は
繼
い
で
殿
元
２
１
６

に
擢
２
１
７

せ
ら
る
。
閤
門
２
１
８

詩
を
請
ふ

に
、
「
狀
頭
２
１
９

家
世
２
２
０

三
葉
に
傳
へ
、
天
下
の
科
名
２
２
１

兩
魁
を
占
む
」
有
り
。
其

の
大
父
２
２
２

の
延
嗣
、
父
の
忠
嗣
と
子
成
と
、
俱
に
狀
元
な
る
を
謂
ふ
也
２
２
３

。 

 

3.15
呂
状
元
の
夢
の
的
中 

翰
林
学
士
の
呂
造
、
字
子
成
は
、
ま
だ
科
挙
に
合
格
し
て
い
な
い
と
き
、
金
色
の
竜

が
爬
行
し
て
天
か
ら
下
り
、
彼
の
こ
と
を
掴
ん
で
食
う
夢
を
見
た
。
こ
の
歲
、
礼
部
が

主
催
す
る
科
挙
の
経
義
の
試
験
で
一
番
と
な
り
、
殿
試
で
詞
賦
は
ト
ッ
プ
で
合
格
し
状

元
と
な
っ
た
。
閤
門
使
が
彼
に
詩
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
「
状

頭 

家
世 

三
葉
に
伝
へ
、
天
下
の
科
名 

両
魁
を
占
む
（
呂
家
は
祖
父
、
父
、
子
の
三
代

が
状
元
と
な
っ
た
家
系
で
、
三
代
目
の
呂
造
は
、
会
試
の
経
義
試
験
と
殿
試
で
ト
ッ
プ

合
格
の
名
誉
を
得
た
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
祖
父
の
呂
延
嗣
、
父
の
呂
忠
嗣
と 

２
１
２ 

蜿
蜒
：
龍
や
蛇
等
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
爬
行
す
る
さ
ま
。 

２
１
３ 

經
義
：
科
挙
試
験
で
用
い
ら
れ
る
文
体
の
一
つ
。
経
書
の
文
章
を
題
名
と
し
て
作
文
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
金
朝
は
遼
、
宋
の
制
度
に
因
っ
て
、
詞
賦
、
経
義
、
策
試
、
律
科
、

経
童
の
制
度
を
作
っ
た
。 

２
１
４ 

南
省
：
尚
書
省
に
属
す
る
礼
部
。 

２
１
５ 

魁
：
科
挙
に
お
け
る
ト
ッ
プ
合
格
者
。 

２
１
６ 

殿
元
：
状
元
の
別
称
。
殿
試
の
一
甲
第
一
名
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
。 

２
１
７ 

擢
：
合
格
の
意
。 

２
１
８ 

閤
門
：
閤
門
使
。 

２
１
９ 

狀
頭
：
状
元
。 

２
２
０ 

家
世
：
代
々
続
い
て
き
た
家
柄
。 

２
２
１ 

科
名
：
科
挙
で
の
功
名
。 

２
２
２ 
大
父
：
祖
父
。 

２
２
３ 
元
・
劉
祁
『
歸
潛
志
』
巻
七
「
呂
狀
元
造
父
子
魁
多
士
」
、
祖
父
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い

な
い
。「
北
京
石
景
山
出
土
金
代
呂
嗣
延
墓
誌
考
釋
」（
『
北
京
歷
史
文
化
論
叢(

第
四
輯)

』

二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
に
よ
れ
ば
、
呂
造
の
曽
祖
父
が
遼
朝
の
「
呂
嗣
延
」
で
、
か
つ
、
状

元
で
も
な
く
、
元
好
問
の
誤
認
と
す
る
。 
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自
分
と
が
、
い
ず
れ
も
状
元
で
合
格
し
た
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。 

 
3.16
張
子
雲 

仙
に
祈
る 

張
子
雲 
廕
を
以
て
官
に
補
２
２
４

せ
ら
れ
、
嘗
て
「
金
人
捧
露
盤
」
２
２
５

樂
府
を
作

り
、
退
閑
２
２
６

の
樂
を
道
ひ
、
一
時 

之
を
鬨
傳
２
２
７

せ
ら
る
。
道
陵
２
２
８

召
し
て
書
畫

都
監
２
２
９

と
為
し
、
累
遷
２
３
０

し
て
冀
州
２
３
１

の
倅
２
３
２

た
り
。
一
日
仙
に
祈
る
に
、
仙

は
「
青
門
引
」
２
３
３

詞
に
批
し
、
末
句
に
云
ふ
、
「
半
紙
２
３
４

虛
名
２
３
５

、
白
髪
知
ん
ぬ

多
少
ぞ
？
一
棹 

武
陵
２
３
６

の
歸
計
２
３
７

、
閑
早
に
如
か
ず
。
怕
る
桃
花
の
、
人
の
老

た
る
を
笑
ふ
を
。
」
子
雲
即
日
致
仕
２
３
８

す
。
張
故
人
仲
叔
說
け
り
。 

 

3.16
張
子
雲
が
仙
人
に
祈
る 

張
子
雲
は
先
代
の
功
績
で
官
職
を
得
た
が
、
以
前
、
「
金
人 

露
盤
を
捧
ぐ
」
と
い

う
詞
（
こ
う
た
）
を
作
り
、
退
職
し
て
静
か
な
生
活
を
送
る
楽
し
み
を
歌
い
、
当
時
広

く
人
々
に
伝
播
し
た
。
金
の
章
宗
が
召
し
出
し
て
書
画
都
監
と
い
う
役
職
に
就
け
、
何

 

２
２
４ 

以
蔭
補
官
：
先
代
の
官
爵
に
よ
っ
て
任
官
す
る
こ
と
。 

２
２
５ 

金
人
捧
露
盤
：
詞
牌
の
名
。 

２
２
６ 

退
閒
：
退
職
閑
居
。 

２
２
７ 

鬨
傳
：
次
か
ら
次
へ
と
話
が
伝
わ
る
こ
と
。 

２
２
８ 

道
陵
：
金
の
章
宗
の
陵
墓
、
こ
こ
で
は
金
の
章
宗
を
指
す
。 

２
２
９ 

都
監
：
具
体
的
な
事
務
を
管
理
す
る
官
員
。 

２
３
０ 

累
遷
：
何
度
も
昇
進
す
る
。 

２
３
１ 

冀
州
：
古
代
の
「
九
州
」
の
一
つ
、
今
は
河
北
省
に
属
す
る
。 

２
３
２ 

倅
：
副
官
。 

２
３
３ 

青
門
引
：
詞
牌
の
名
、
小
令
に
属
し
、
「
玉
溪
清
」
と
も
言
う
。 

２
３
４ 

半
紙
：
一
枚
の
紙
。 

２
３
５ 

虛
名
：
実
際
と
は
合
致
し
な
い
名
声
。 

２
３
６ 

武
陵
：
武
陵
源
、
桃
花
源
。
帰
郷
隠
居
の
地
を
指
す
。 

２
３
７ 

歸
計
：
故
郷
に
帰
る
目
論
見
、
方
法
。
原
文
「
許
」
、
読
書
山
房
本
「
計
」
。 

２
３
８ 

致
仕
：
退
職
。 

度
か
昇
進
し
て
冀
州
（
河
北
省
衡
水
市
冀
州
区
）
の
副
知
事
と
な
っ
た
。
あ
る
日
、
仙

人
に
祈
っ
て
い
る
と
、
仙
人
が
張
子
雲
の
「
青
門
引
」
詞
に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
、
そ
の

末
句
に
「
半
紙 

虚
名 

、
白
髪
知
ん
ぬ
多
少
ぞ
。
一
棹 

武
陵
の
歸
計
、
閑
早
に
如
か

ず
。
怕
る
桃
花
の
、
人
の
老
た
る
を
笑
ふ
を
。
（
お
上
の
辞
令
を
貰
っ
て
官
僚
と
な
っ

た
が
、
虚
し
い
名
声
を
得
た
だ
け
で
、
こ
ん
な
に
も
歳
を
と
り
、
な
ん
と
白
髪
頭
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
陶
淵
明
「
桃
花
源
記
」
に
出
て
く
る
桃
源
郷
の
よ
う
な
理
想
郷
に
舟

に
棹
差
し
て
帰
る
計
画
は
、
静
か
に
早
く
実
行
す
る
の
が
良
い
。
桃
の
花
に
、
ど
う
し

て
こ
ん
な
年
寄
り
に
な
る
ま
で
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
笑
わ
れ
る
の
が
怖
い
。）」

と
書
い
た
。子
雲
は
そ
の
日
の
う
ち
に
引
退
し
た
。友
人
の
張
仲
叔
が
語
っ
て
く
れ
た
。 

 

3.17
麻
姑
樹
を
乞
ふ 

寧
海
２
３
９

崑
侖
山
石
落
村
の
劉
氏
は
、
財
に
富
み
、
嘗
て
海
濱
に
於
て
百
丈
魚
を
得

２
４
０

、
骨
を
取
り
て
梁
と
為
し
、
大
屋
を
構
へ
名
づ
け
て
「
鯉
堂
」
と
曰
ふ
。
堂
前
の

一
槐
、
陰
蔽
す
る
こ
と
數
畝
、
世
の
罕
見
す
る
所
な
り
。
劉
忽
ち
夢
見
る
に
女
官
２
４
１

自

ら
麻
姑
２
４
２

と
稱
し
、
劉
に
問
ひ
て
槐
樹
も
て
廟
を
修
め
ん
こ
と
を
乞
へ
り
。
劉
夢
中

に
甚
だ
之
を
難
ず
。
既
に
し
て
曰
く
、
「
廟
は
此
を
去
る
こ
と
數
里
、
何
に
緣
り
て
か

去
る
を
得
ん
」
と
。
即
ち
漫
り
に
之
を
許
す
。
寤
む
る
に
及
び
、
其
の
事
を
異
と
す
る

も
、
然
る
に
亦
た
之
を
信
ぜ
ざ
る
也
。
後
ち
數
十
日
、
風
雨
大
い
に
作
（
お
こ
）
り
、

昏
晦
２
４
３

な
る
こ
と
夜
の
如
し
。
人
家
變
有
る
を
知
り
、
皆
な
室
に
入
り
潛
遁
２
４
４

す
。

須
臾
に
し
て
開
霽
２
４
５

す
る
も
、
惟
だ
劉
氏
の
槐
の
所
在
を
失
ふ
の
み
。
人
相
與
（
と

 

２
３
９ 

寧
海
：
金
で
は
寧
海
軍
を
昇
格
さ
せ
て
州
と
し
、
治
所
は
牟
平
県
（
今
は
山
東
省
に
属
す

る
）
。 

２
４
０ 

上
海
図
書
館
所
蔵
呉
継
寛
抄
本
、
「
浮
」
を
「
得
」
に
作
る
。 

２
４
１ 
女
官
：
位
の
高
い
宮
女
。 

２
４
２ 
麻
姑
：
古
代
神
話
中
の
女
仙
（
葛
洪
『
神
仙
伝
』
に
見
え
る
）
。 

２
４
３ 

昏
晦
：
光
の
乏
し
い
こ
と
を
指
す
。 

２
４
４ 

潛
遁
：
密
か
に
逃
げ
る
。 

２
４
５ 

開
霽
：
晴
れ
上
が
る
。 
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も
）
に
之
を
麻
姑
廟
に
求
む
る
に
、
此
の
樹
は
已
に
廟
前
に
臥
せ
り
矣
。 

 
3.17
麻
姑
が
樹
木
を
要
求
す
る 

寧
海
（
今
の
山
東
省
煙
台
市
牟
平
区
）
の
崑
侖
山
石
落
村
の
劉
氏
は
、
裕
福
で
、
以

前
、
浜
辺
で
百
丈
魚
を
手
に
入
れ
、
骨
を
取
っ
て
梁
（
は
り
）
と
し
て
、
大
き
な
家
屋

を
建
て
「
鯉
堂
」
と
名
付
け
た
。
鯉
堂
の
前
の
一
本
の
エ
ン
ジ
ュ
の
木
は
、
数
畝
に
わ

た
っ
て
木
陰
が
広
が
り
、
世
の
中
で
も
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
劉
氏
は

あ
る
時
突
然
、
自
ら
を
麻
姑
と
称
す
る
宮
廷
女
官
を
夢
に
み
た
。
彼
女
は
劉
氏
に
質
問

し
、
エ
ン
ジ
ュ
の
木
で
麻
姑
廟
を
改
修
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
。
劉
氏
は
夢
の
中

で
甚
だ
こ
れ
は
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
、
す
ぐ
に
、
「
麻
姑
廟
は
こ
こ
か
ら
数
里
も
離

れ
て
い
ま
す
、
ど
う
い
う
方
法
で
樹
木
を
運
べ
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
す

ぐ
に
全
て
聞
き
入
れ
て
く
れ
た
。
目
覚
め
て
か
ら
、
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
っ

た
が
、
同
時
に
こ
の
こ
と
を
事
実
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
数
十
日
後
、
風
雨
が
激
し
く

起
こ
り
、
夜
の
よ
う
に
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
人
々
は
異
変
が
起
こ
る
と
わ
か
り
、
皆
な

室
に
入
り
隠
れ
た
。
あ
っ
と
言
う
間
に
晴
れ
渡
り
、
た
だ
劉
氏
の
エ
ン
ジ
ュ
の
木
だ
け

が
所
在
不
明
で
あ
っ
た
。
人
々
が
一
緒
に
麻
姑
廟
ま
で
探
し
求
め
に
行
く
と
、
エ
ン
ジ

ュ
の
樹
は
も
う
す
で
に
麻
姑
廟
の
前
に
倒
れ
て
い
た
。 

 

3.18
孝
順
の
馬 

宣
宗
２
４
６

朝
、
一
親
軍
２
４
７

の
卒
２
４
８ 

一
の
鐵
色
２
４
９

の
驄
を
畜
ふ
に
、
能
く
人
の

指
使
２
５
０

を
知
る
。
此
の
卒
兼
丁
２
５
１

無
く
、
上
直
２
５
２

す
る
每
に
、
馬
は
自
ら
臥
具
２
５
３

 

２
４
６ 

宣
宗
：
金
の
宣
宗
完
顏
殉
。
一
二
一
三-

二
三
年
在
位
。 

２
４
７ 

親
軍
：
親
兵
。
天
子
の
身
辺
を
護
衛
す
る
兵
。 

２
４
８ 

軍
卒
：
兵
卒
。 

２
４
９ 

鐵
色
：
鉄
の
よ
う
な
色
。 

２
５
０ 

指
使
：
指
図
す
る
。 

２
５
１ 

無
兼
丁
：
家
に
別
の
成
年
男
子
が
い
な
い
こ
と
。 

を
負
ひ
て
繼
い
で
至
る
。
下
直
２
５
４

に
は
則
ち
之
を
負
ひ
て
歸
る
。
他
の
人
或
い
は
遮

關
２
５
５

牽
掣
２
５
６

す
れ
ば
、
則
ち
聲
を
作
（
な
）
し
２
５
７

蹄
を
勢
（
い
き
ほ
ひ
）
づ
け
之

を
齧
り
、
人
敢
て
近
づ
く
莫
し
。
軍
伍
２
５
８

に
在
り
或
い
は
此
の
卒
の
他
適
２
５
９

す
る

と
雖
も
、
馬
は
自
ら
之
を
尋
ね
、
必
ず
所
在
２
６
０

を
得
た
り
。
卒
南
征
２
６
１

し
、
坑
塹
２
６
２

中
に
墮
ち
、
起
つ
能
は
ず
。
馬
は
前
の
二
足
に
跪
（
ひ
ざ
ま
）
づ
か
せ
、
因
り
て
轡
を

攬
（
と
）
り
て
上
る
を
得
。
軍
中
盛
ん
に
傳
へ
て
「
孝
順
２
６
３

の
馬
」
と
為
す
。
一
日
、

中
貴
人
２
６
４

軍
を
淮
上
に
勞
し
２
６
５

、
戲
れ
に
此
の
卒
を
し
て
藏
匿
２
６
６

さ
せ
、
馬
を
縱

（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
し
て
自
ら
尋
ね
令
（
し
）
む
。
馬
轡
を
振
ひ
て
長
鳴
２
６
７

し
、
徑

（
た
だ
）
ち
に
主
人
の
處
に
到
る
。
中
貴
之
を
宣
宗
に
聞
し
、
為
に
卒
の
月
給
２
６
８

を

增
さ
し
む
。 

 

 

２
５
２ 

上
直
：
当
直
。 

２
５
３ 

臥
具
：
寝
具
の
総
称
。
『
戰
國
策
』
楚
策
五
「
衣
服
玩
好
、
擇
其
所
喜
而
為
之
。
宮
室
臥

具
、
擇
其
所
善
而
為
之
」
。 

２
５
４ 

下
直
：
宮
中
で
の
当
直
が
終
わ
る
。
退
勤
す
る
。 

２
５
５ 

上
海
図
書
館
・
呉
継
寛
抄
本
「
遮
闌
」
。 

２
５
６ 

牽
掣
：
牽
制
す
る
。 

２
５
７ 

作
聲
：
口
を
開
い
て
話
を
す
る
。 

２
５
８ 

軍
伍
：
軍
隊
、
隊
列
。 

２
５
９ 

他
適
：
別
の
所
に
行
く
。 

２
６
０ 

所
在
：
居
場
所
。 

２
６
１ 

貞
佑
南
遷
：
大
安
二
年
（
一
二
一
〇
）
に
始
ま
る
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
首
都
防

衛
が
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
金
朝
が
中
都(

河
北
省
北
京
市)

を
捨
て
て
汴
梁 (

河
南

省
開
封)

に
遷
都
し
た
こ
と
。 

２
６
２ 

坑
塹
：
渓
谷
、
谷
間
。 

２
６
３ 

孝
順
：
親
に
孝
養
を
尽
く
し
、
そ
の
意
に
柔
順
で
あ
る
こ
と
。 

２
６
４ 
中
貴
人
：
宦
官
。 

２
６
５ 
勞
軍
：
軍
隊
を
慰
労
す
る
。 

２
６
６ 

藏
匿
：
隠
す
。 

２
６
７ 

長
鳴
：
い
な
な
く
。 

２
６
８ 

月
給
：
給
料
。 
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3.18
従
順
な
馬 

金
の
宣
宗
朝
（
一
二
一
三-

二
三
）
の
頃
、
皇
帝
直
属
の
親
軍
の
兵
卒
が
一
匹
の
鉄
色

の
葦
毛
の
馬
を
飼
っ
て
い
た
が
、
人
の
指
図
を
よ
く
理
解
す
る
馬
で
あ
っ
た
。
こ
の
兵

卒
は
、
家
に
他
の
成
年
男
子
が
お
ら
ず
、
当
直
す
る
た
び
に
、
馬
が
自
ら
寝
具
を
背
負

っ
て
兵
卒
の
後
か
ら
や
っ
て
き
た
。
当
直
が
終
わ
る
と
、
寝
具
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
い

っ
た
。
他
の
人
が
も
し
も
遮
っ
た
り
制
止
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
な
な
い
て
蹄
を
勢
い

づ
か
せ
噛
む
の
で
、あ
え
て
近
づ
く
も
の
は
い
な
か
っ
た
。兵
卒
が
軍
務
に
就
い
た
り
、

他
所
へ
行
っ
た
り
し
て
も
、
こ
の
馬
は
自
分
で
尋
ね
て
き
て
、
場
所
を
探
し
当
て
た
。

兵
卒
が
南
方
へ
遠
征
し
、
山
中
の
谷
に
落
ち
、立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
、

こ
の
馬
は
前
足
を
跪
か
せ
た
の
で
、
轡
を
取
っ
て
馬
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。
軍
中
で

は
盛
ん
に
「
従
順
な
馬
」
で
あ
る
と
喧
伝
さ
れ
た
。
あ
る
日
、
高
貴
な
侍
従
の
宦
官
が

淮
河
の
辺
り
で
軍
隊
を
慰
労
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
面
白
が
っ
て
、
こ
の
兵
卒
を
隠

れ
さ
せ
、
馬
に
自
由
に
探
さ
せ
た
。
馬
は
轡
を
振
る
っ
て
長
く
い
な
な
き
、
す
ぐ
に
主

人
の
兵
卒
の
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。
宦
官
は
こ
の
こ
と
を
宣
宗
皇
帝
に
上
聞
し
、
兵
卒

の
月
給
を
上
げ
さ
せ
た
。 

 

3.19
蠍
臺 

東
京
２
６
９

宮
城
の
東
北
隅
に
蠍
臺
有
り
。
大
定
中 

城
を
修
す
る
に
、
役
夫 

臺
を

毀
ち
て
土
を
取
る
。
半
ば
に
及
び
、
石
函
２
７
０

を
得
た
り
。
之
を
啟
く
に
、
中
に
塊
石

有
り
、
圓
滑
２
７
１

に
し
て
天
成
２
７
２

、
撼
搖
２
７
３

し
て
動
物
の
聲
を
作
（
な
）
す
。
之
を

破
る
に
、
二
大
蠍
の
尾
捎
（
つ
な
）
げ
相
鉤
し
、
旋
轉
２
７
４

し
て
解
け
ざ
る
に
、
風
を

 

２
６
９ 

東
京
：
今
の
遼
寧
遼
陽
。 

２
７
０ 

石
函
：
石
製
の
箱
。 

２
７
１ 

圓
滑
：
丸
く
滑
ら
か
で
光
沢
が
あ
る
。 

２
７
２ 

天
成
：
人
工
で
な
い
。
天
然
。 

２
７
３ 

撼
搖
：
揺
れ
る
。
動
揺
す
る
。 

２
７
４ 

旋
轉
：
周
り
を
回
っ
て
円
周
運
動
を
す
る
。 

見
て
即
ち
死
す
。
人
に
張
都
運
復
亨
２
７
５

に
問
ふ
者
有
り
て
云
ふ
：
「
遼
東 

蠍
無
し
。

而
る
に
蠍 

石
中
に
在
り
、
石
は
函
に
在
り
、
又
た
土
の
埋
む
る
所
と
為
る
、
人
何
を

以
て
其
の
蠍
有
る
を
知
り
て
臺
に
名
く
る
也
」
と
。
張
籌
度
２
７
６

す
る
こ
と
之
を
久
し

く
し
、
乃
ち
云
ふ
、「
石
函
を
埋
む
る
者
は
必
ず
數
を
以
て
之
を
知
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、

是
れ
神 

之
を
告
ぐ
る
也
。
此
の
外 

我
知
ら
ず
」
と
。 

 

3.19
蠍
台 

金
王
朝
の
東
京
（
遼
寧
遼
陽
）
の
王
宮
の
城
郭
の
東
北
隅
に
蠍
（
サ
ソ
リ
）
台
が

あ
る
。
大
定
年
間
（
一
一
六
一-

八
九
）
に
城
郭
を
修
理
し
、
人
夫
が
蠍
台
を
壊
し
て
土

を
掘
り
取
っ
た
。
半
分
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
石
函
が
見
つ
か
っ
た
。
開
け
て
み
る

と
、
中
に
は
一
つ
の
石
が
あ
り
、
丸
く
滑
ら
か
で
自
然
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
振
動
し

て
動
物
の
鳴
き
声
を
発
し
た
。
割
っ
て
み
る
と
、
二
匹
の
大
蠍
が
尾
を
引
っ
掛
け
て
引

っ
張
り
合
い
を
し
、
回
転
し
て
解
け
な
か
っ
た
が
、
外
界
の
風
に
触
れ
て
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
あ
る
人
が
中
都
路
都
轉
運
使
の
張
仲
淹
に
「
遼
東
に
は
蠍
は
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
蠍
が
石
の
中
に
い
て
、
石
は
石
函
に
入
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
石
函
は
土
に
埋
め
ら

れ
て
い
た
。
ど
う
や
っ
て
、
蠍
の
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
蠍
台
と
名
付
け
た
の
か
」
と

質
問
し
た
。
張
仲
淹
は
し
ば
ら
く
考
え
て
、
「
石
函
を
埋
め
た
人
間
は
、
必
ず
方
術
を

用
い
て
こ
れ
を
知
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
神
が
告
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
は
分
か
ら
な
い
」
と
答
え
た
。 

 

3.20
陵
川
の
瑞
花 

先
人
２
７
７

陵
川
２
７
８

に
宰
す
。
泰
和
甲
子
２
７
９

元
夕
２
８
０

、
縣
學
の
燒
燈
２
８
１

に
、
杏

 
２
７
５ 
張
復
亨
：
張
仲
淹
、
字
は
復
亨
、
進
士
に
及
第
し
、
宏
詞
科
に
合
格
し
た
。
章
宗
に
名
を

知
ら
れ
、
中
都
路
都
轉
運
使
に
抜
擢
さ
れ
た
。 

２
７
６ 

籌
度
：
計
画
す
る
。
方
法
を
講
じ
る
。 

２
７
７ 

先
人
：
元
好
問
の
父
元
格
を
さ
す
。
当
時
、
陵
川
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
大
安
二
年(

一
二

一
〇)

に
没
し
て
い
る
。 
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２
８
２

、
棣
棠
２
８
３

の
枯
枝
を
以
て
翦
綵
花
２
８
４

を
為
す
者
有
り
。
燈
罷
（
や
）
む
る
に
、

家
僮
２
８
５

之
を
乞
ひ
、
縣
署
２
８
６

の
佛
屋
中
に
供
す
。
四
月
上
七
日
、
先
夫
人
焚
誦
２
８
７

の
次
（
と
き
）
、
乃
ち
杏
棠
の
皆
な
花
を
作
（
な
）
す
を
見
る
に
、
真
贗
相
間
（
ま
じ
）

ふ
。
先
人 
賓
を
會
し
て
之
を
示
し
、
以
て
文
字
の
祥
２
８
８

と
為
し
、
為
に
「
瑞
花
の

詩
」
を
賦
す
。
予
が
年
始
め
て
十
五
な
り
矣
２
８
９

。 

 

3.20
陵
川
の
瑞
花 

 

父
の
元
格
は
陵
川
県
の
令
（
長
官
）
で
あ
っ
た
。
泰
和
四
年
（
一
二
〇
四
）
の
元
夕

（
旧
暦
正
月
十
五
日
の
夜
）
、
県
学
（
県
の
学
校
）
で
の
元
宵
節
の
灯
籠
飾
り
に
、
ア 

２
７
８ 

陵
川
：
県
名
、
隋
に
置
か
れ
る
。
今
は
山
西
省
に
属
す
る
。 

２
７
９ 

泰
和
甲
子
：
一
二
〇
四
年
。 

２
８
０ 

元
夕
：
旧
暦
正
月
十
五
日
の
夜
。 

２
８
１ 

燒
燈
：
元
宵
節
を
指
す
。
正
月
十
五
日
の
晩
に
、
色
と
り
ど
り
の
灯
籠
を
飾
り
、
夜
通
し

人
々
は
そ
れ
を
鑑
賞
し
て
歩
く
こ
と
か
ら
、
焼
燈
節
と
も
言
う
。 

２
８
２ 

杏
：
学
名
：Armeniaca vulgaris Lam.

、
落
葉
喬
木
。
あ
ん
ず
。 

２
８
３ 

棣
棠
：
学
名
：Kerria japonica

。
ヤ
マ
ブ
キ
。
バ
ラ
科
ヤ
マ
ブ
キ
属
の
落
葉
低
木
。

黄
色
の
花
を
つ
け
る
。 

２
８
４ 

綵
花
：
彩
色
し
た
絹
で
作
っ
た
花
。 

２
８
５ 

家
僮
：
旧
時
、
個
人
の
家
の
奴
隷
の
総
称
。 

２
８
６ 

縣
署
：
県
の
役
所
。 

２
８
７ 

焚
誦
：
香
を
焚
い
て
読
経
す
る
。 

２
８
８ 

北
宋
・
蘇
軾
・
天
石
硯
銘
敘
に
「
軾
年
十
二
時
、
於
所
居
紗
縠
行
宅
隙
地
中
、
與
群
兒
鑿

地
為
戲
。
得
異
石
、
如
魚
、
膚
溫
瑩
、
作
淺
碧
色
。
表
裏
皆
細
銀
星
、
扣
之
鏗
然
。
試
以
為

硯
、
甚
發
墨
、
顧
無
貯
水
處
。
先
君
曰
：
「
是
天
硯
也
。
有
硯
之
德
、
而
不
足
於
形
耳
。
」

因
以
賜
軾
、
曰
：
「
是
文
字
之
祥
也
。
」
軾
寶
而
用
之
」
と
あ
り
、
蘇
軾
が
十
二
歳
の
時
、

土
中
か
ら
で
出
た
自
然
石
を
硯
と
し
た
と
こ
ろ
、
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
父
の
蘇
洵
が
蘇
軾

に
こ
れ
を
与
え
、
将
来
、
文
章
学
問
に
優
れ
る
こ
と
に
な
る
瑞
祥
で
あ
る
と
言
っ
た
、
と
あ

る
。
「
文
字
之
祥
」
は
、
唐
・
韓
愈
・
高
君
仙
硯
銘
「
仙
馬
有
靈
、
迹
在
于
石
。
稜
而
宛
中
、

有
點
墨
迹
。
文
字
之
祥
、
君
家
其
昌
」
に
基
づ
く
。 

２
８
９ 

予
年
始
十
五
矣
：
元
好
間
は
一
一
九
〇
年
に
生
ま
れ
た
の
で
、
金
の
章
宗
泰
和
甲
子(

一

二
〇
四)

は
十
五
歲
。 

ン
ズ
や
ヤ
マ
ブ
キ
の
枯
枝
を
利
用
し
て
絹
の
造
花
を
作
っ
た
者
が
い
た
。
灯
籠
飾
り
が

終
わ
る
と
、
家
の
小
間
使
い
た
ち
が
そ
れ
を
貰
い
受
け
て
、
県
の
役
所
の
仏
間
に
奉
納

し
た
。
四
月
七
日
に
、
母
が
香
を
焚
き
お
経
を
唱
え
た
時
、
ア
ン
ズ
や
ヤ
マ
ブ
キ
が
花

開
い
た
と
見
え
、
本
物
と
み
ま
ご
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
父
は
客
人
を
呼
び
集
め
て
こ

の
造
花
を
示
し
、
息
子
の
元
好
問
が
将
来
文
学
者
と
し
て
名
を
成
す
瑞
祥
で
あ
る
と
考

え
、
「
瑞
花
の
詩
」
を
作
っ
た
。
私
元
好
問
は
ち
ょ
う
ど
十
五
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で

あ
っ
た
。 

                     


